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１ プラン策定の趣旨  

近年の情報通信技術（ＩＣＴ1）の急速な進展により、ＩＣＴが日常生活や社会経済活動など多様な分

野に浸透しています。 

また、ＩｏＴ2の実装やビッグデータ3、ＡＩ4などを活用した技術革新である第４次産業革命5は、産業

構造や雇用環境の転換に加え、私たちの暮らしや生き方、働き方にも劇的な変化を及ぼすことが予想さ

れます。 

 2017（平成29）年５月に策定された国の「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画」では、全ての国民がＩＣＴやデータの利活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実感で

きる社会を世界に先駆けて構築することをめざしており、ＩＣＴは、あらゆる分野に活用される万能ツ

ールとして、成長戦略の柱としても期待されています。 

 県では、これまで、クラウドコンピューティング6の技術革新や利活用が拡大している情勢を踏まえ、

2011（平成23）年２月に「クラウドあおもり戦略」を策定し、クラウドの普及啓発と利活用に取り組ん

できたほか、2014（平成26）年12月に「オープンデータ7あおもり戦略」を策定し、県民参加・官民協

働の促進、県民生活の利便性の向上、行政の効率化、さらには、新事業・新産業の創出による地域活性

化などが期待されているオープンデータの利活用にも取り組んできました。 

 今やあらゆる分野にＩＣＴが深く関わっており、ＩＣＴなくしては私たちの生活は成り立たない状況

の中、生活をより豊かにするためには、官民一体となって、今まで以上に賢くＩＣＴを利活用する必要

があります。 

本県は、人口減少が進む中にあっても、これまでの取組により、本県の強みである農林水産分野や観

光分野は成長を続け、「経済を回す」仕組みづくりが着実に成果をあげるとともに、課題である県民の健

康づくりなどについても、明るい兆しが見えてきている一方で、若者・女性の県外流出や各産業分野で

の人手不足の顕在化などの課題を抱えています。 

第４次産業革命や国が進める情報化政策の動向などを常に意識しながら、「経済を回す」取組の更なる

推進を図るとともに、人口減少、高齢化、労働力不足など本県が抱える課題の解決に的確に対応するた

めには、積極的にＩＣＴを利活用する必要があります。 

各分野において、ＩｏＴやＡＩなどの革新技術の導入や、これを支える基盤整備と人財8育成など、あ

らゆる主体によるＩＣＴの利活用対策の充実強化に向けた取組を積極的かつ戦略的に進めるための指針

となるプランを策定します。 

  

                                                
1 ＩＣＴ：「Information and Communications Technology」の略。情報通信技術のことをいいます。同じ意味として「ＩＴ（Information 

Technology）」がありますが、本プランでは、「ＩＣＴ」を基本に用います。 
2 ＩｏＴ：「Internet of Things」の略。「モノのインターネット」と呼ばれています。パソコンやスマートフォンに限らず、自動車、家電、ロボ

ット、施設などあらゆるモノがインターネットでつながり、情報のやり取りをすることで付加価値を生み出すとされています。 
3 ビッグデータ：スマートフォンやインターネットを通じた位置情報・行動履歴や、ホームページ・テレビの閲覧・視聴に関する情報などから得

られる膨大なデータをいいます。 
4 ＡＩ：「Artificial Intelligence」の略。人工知能のことをいいます。 
5 第４次産業革命：18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化による第１次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大量生

産による第２次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化による第３次産業革命に続く、IｏＴ・ビ

ッグデータ・ＡＩなどによる技術革新をいいます。 
6 クラウドコンピューティング：データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバー群（クラウド（雲））にあり、ユー

ザが自分のコンピューターでデータを加工・保存することなく、「どこからでも、必要な時に、必要な機能だけ」利用することができるコンピュ

ータネットワークの利用形態のことをいいます。 
7 オープンデータ：何らかの権利に基づく制限を課されることなく、誰でも自由に入手、加工、利用、再配布などすることができるよう公開され

たデータのことをいいます。コンピュータープログラムを制限なく公開する「オープンソース」(open source)の考え方をデータに適用したもの

です。 
8 人財：青森県では「人は青森県にとっての『財（たから）』である」という基本的考えから、「人」「人材」などを「人財」と表しています。 

はじめに 
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２ プランの位置付け  

（１）ＩＣＴの利活用を推進するための県内の官民全体で共有すべき指針 

（２）「官民データ活用推進基本法」に基づく「都道府県官民データ活用推進計画」 

（３）「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦9」を踏まえたＩＣＴ分野の個別計画 

 

「官民データ活用推進基本法」より抜粋 

第９条 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における

官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画（以下この条において「都道

府県官民データ活用推進計画」という。）を定めなければならない。 

 

 

３ プランの期間  

本プランの期間は、2019（平成31）年度から2023年度までの５年間とします。 

なお、ＩＣＴの進展や社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じてプランの内容や期間の見直しを

検討します。 

 

 

４ プランの構成  

  「青森県基本計画」が掲げる青森県のめざす姿の実現に向けた取組を下支えするため、以下のとお

り４つの基本方針を柱として、ＩＣＴが効果的に利活用されるための施策を推進します。 

 

基本方針１ 「安全・安心、健康」を支えるＩＣＴ 

基本方針２ 「産業・雇用」を支えるＩＣＴ 

基本方針３ 「行政経営」を支えるＩＣＴ（官民データ活用） 

基本方針４ ＩＣＴ利活用を支える「基盤の整備、人財の育成・確保」 

 

  

                                                
9 青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦：2018（平成30）年12月７日に策定された県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性につい

て総合的かつ体系的に示した県行政運営の基本方針です。本プランでは、以下「青森県基本計画」と表記します。 
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１ ＩＣＴをめぐる動き  

（１）ＩＣＴの急速な進展 

ＩＣＴの進展や実用化が急速に進み、あらゆるモノがインターネットにつながるＩｏＴが普及し、

そこで蓄積される様々なデータ（ビッグデータ）をＡＩにより解析し、新たな製品やサービスの開発

につなげていく社会の到来は、暮らしや産業を大きく変えていくものと考えられており、世界各国に

おいて、第４次産業革命を意識した国家戦略や関連する取組が進められています。 

このような背景には、光回線の大容量化などの大容量・高速通信を可能とするインターネットの社

会基盤化により、クラウドコンピューティングという新しい情報処理技術の利用形態が一般化したこ

とに加え、携帯電話回線の高速化（ＬＴＥ10）により、自由に持ち運びができるスマートフォン11やタ

ブレット端末12といったスマートデバイス13が急激に普及したことがあります。 

これらのスマートデバイスの普及により、ツイッターやＦａｃｅｂｏｏｋなどのソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（ＳＮＳ14）の利用やＥコマース15（電子商取引）の取扱いなどが大きく増え

てきており、今後、いつでも、だれでも、どこでもインターネットを使える環境が更に広がり、Ｉｏ

Ｔの実装も相まって、スマートフォン等による家庭内の電気機器の遠隔操作や行政手続等における電

子申請16の一層の普及など、より利便性の高いＩＣＴ社会の到来が期待されています。 

  また、今後、物理空間とデジタル空間の融合が加速し、様々な事象がデータ化され、データ流通・

利活用の進展が期待されており、ＩｏＴの進展などによって、様々な場面で収集される膨大なデータ

と急速に開発が進むＡＩやロボット技術が連携し、無人自動運転や医療診断、農林水産業での生産性

の向上など、様々な分野で社会そのものを大きく変えていくものと考えられています。 

 

 
 

                                                
10 ＬＴＥ：「Long Term Evolution」の略。携帯電話のデータ通信方式のひとつ。通信速度は、下り100Mbps以上、上り50Mbps以上で、携帯電話

でブロードバンド並みの高速通信が可能になるとされています。 
11 スマートフォン：従来の携帯電話端末の有する通信機能等に加え、高度な情報処理機能が備わった携帯電話端末のこと。従来の携帯電話端末と

は異なり、利用者が使いたいアプリケーションを自由にインストールして利用することが一般的です。 
12 タブレット端末：タブレット(平板)型の端末で、液晶の画面に指先をあてながら操作する「タッチパネル」が採用されています。ノートパソコ

ンより小さく軽いため、片手で持ちながら利用が可能です。 
13 スマートデバイス：情報処理端末（デバイス）のうち、単なる計算処理だけではなく、あらゆる用途に使用可能な多機能端末のことをいいま

す。スマートフォンやタブレット端末を総称する呼び名として用いられている場合が多くあります。 
14 ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）：「Social Networking Service」の略称。人と人とのつながりを促進・サポートする、コ

ミュニティ型のＷｅｂサイト。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるい

は「友人の友人」といったつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する、会員制のサービスのことをいいます。 
15 Eコマース（Electronic Commerce)：「電子商取引」のことをいいます。インターネット上で行われる商品やサービスに関する取引・決済を指

します。 
16 電子申請：紙で行っている行政機関への申請や届出を、パソコンを使ってインターネット経由で行うことをいいます。 

第１章 青森県の「めざす姿」の実現に向けたＩＣＴの利活用 

各産業革命の特徴 

資料）総務省「平成29 年版情報通信白書」 

18世紀後半、蒸気・石炭を動力源とする軽工業中心の経済発展および社会構造の変革。イギリスで蒸気機関が発明され、工場制機械工業が幕開けとなっ
た 

19世紀後半、電気・石油を新たな動力源とする重工業中心の経済発展および社会構造の変革。エジソンが電球などを発明したことや物流網の発展などが
相まって、大量生産、大量輸送、大量消費の時代が到来。フォードのＴ型自動車は、第２次産業革命を代表する製品の１つといわれる 

20世紀後半、コンピューターなどの電子技術やロボット技術を活用したマイクロエレクトロニクス革命により、自動化が促進された。日本メーカーのエ
レクトロニクス製品や自動車産業の発展などが象徴的である 

2010年代現在、デジタル技術の進展と、あらゆるモノがインターネットにつながるＩｏＴの発展により、限界費用や取引費用の低減が進み、新たな経済
発展や社会構造の変革を誘発すると議論されている 

第１次産業革命 

第２次産業革命 

第３次産業革命 

第４次産業革命 
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（２）ＩＣＴによる生産性向上と地域のつながりの構築 

第４次産業革命や少子高齢化が進展する中で、技術革新に対応したスキルを身に付けた人財を育成

するとともに、ＩＣＴを活用して、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を実現することが、

持続的な経済成長と国民生活の向上のために重要な課題となっています。 

技術革新に対応するためには、先端技術を専門に扱うＩＣＴ人財を育成するとともに、専門家以外

の労働者も、人生100年時代を見据えた学び直しによって基礎的なＩＣＴ知識を身に付け、機械では

代替できない読解、分析、伝達等のスキルを伸ばしていくことが重要です。 

技術革新によって時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能となる中で、ワーク・ライフ・バ

ランス17（ＷＬＢ）を促進し、女性や高齢者等の

就業を促進することについては、多くのメリッ

トがあります。テレワーク18や長時間労働の是正

などのＷＬＢの取組は、労働生産性を向上させ

るとともに、買物・自己啓発・育児等の時間を

増やす効果があります。 

また、テレワークの一つの形態として、企業

に雇われていない人や、副業、兼業を希望する

人々のスキルと業務をマッチングする手段とな

るクラウドソーシング19があります。クラウドソ

ーシングは、都市圏に集中する仕事を地方に移

すための取組として地方創生の観点からも注目

されています。 

 

ＩＣＴは地域の人々のつながりを作るための仕組みとしても利用可能です。ＳＮＳ等のソーシャル

メディアなどのＩＣＴプラットフォーム20を介して同じ地域の人々が交流をすることで、地域内の課

題や個人の抱えている課題を可視化し、そ

れらの解決策を持つ人や、手助けができる

人の助けたい意向と結びつけることによ

り、地域内において住民同士が助け合う関

係の構築に役立つ可能性があります。 

 

 

 

 

  

                                                
17 ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和のことをいいます。一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと

ともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方を選択・実現できることです。 
18 テレワーク：ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことをいいます。 
19 クラウドソーシング：インターネットを利用して不特定多数の人に業務を発注したり、受注者の募集を行うことをいいます。また、そのような

受発注ができるＷｅｂサービスのことをいいます。 
20 ＩＣＴプラットフォーム：さまざまな技術の基盤のことをいいます。ＯＳやハードウェアなど技術の基礎をなす部分を指します。 

ＩＣＴによる地域の課題解決への貢献 

企業のテレワーク導入率 

資料）総務省「平成30 年版情報通信白書」 

資料）総務省「平成30 年版情報通信白書」 

ＩＣＴによって、 
・困りごとの吸い上げ 
・助けたいと思う意向の吸い上げ 
・効率的なマッチング 
・お金のやり取り 
などが可能になる。 
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（３）ＩＣＴの進展に伴う新たなリスク 

ＩＣＴが日常生活や社会経済活動の多様な分野に普及・浸透し、行政サービスの提供や経済活動な

どの様々な場面でＩＣＴの重要性が一層高まる中、行政機関や企業等を狙った標的型のサイバー攻撃
21は、巧妙化・複雑化する傾向にあり、機密情報の漏えいなどの被害は深刻化し、大きな社会的脅威と

なっています。 

また、個人が所有するスマートフォンやタブレット端末等が急速に普及し、ＳＮＳやクラウドサー

ビスなどの急速な利用拡大に伴い、これらを狙ったマルウェア22の増加などの脅威も表面化していま

す。 

ＩＣＴの更なる高度化や利活用の進展は、サイバー攻撃による被害の深刻化が懸念されることから、

安全・安心な情報通信ネットワークの確保に向け、官民一体となった情報セキュリティ対策の強化が

求められています。 

一方で、インターネットの普及に伴い、個人情報の国際流通が急速に加速し、世界的に個人情報の

保護が求められています。 

このため、欧州連合（ＥＵ）のみならず世界各国の個人情報保護法制のモデルとして参照されてい

る「一般データ保護規則（ＧＤＰＲ23）」が2018（平成30）年５月から適用開始され、2019（平成31）

年１月に、我が国は、ＧＤＰＲに基づくＥＵからの正式な認定（ＥＵ並のデータ保護水準との認定）

を受けました。 

これにより、ＥＵから日本への個人情報の例外的な持ち出しが可能となり、日本とＥＵの間での個

人情報移転を含む国際取引は大きく拡大していくことが期待されています。 

 

 

 
 

                                                
21 サイバー攻撃：コンピューターシステムやネットワークを対象に破壊活動やデータの窃取、改ざんなどを行うことをいいます。 
22 マルウェア：コンピューターの正常な利用を妨げたり、利用者やコンピューターに害を成す不正な動作を行うソフトウェアの総称で、

「malicious software（悪意のあるソフトウェア）」の略語です。 
23 ＧＤＰＲ：「General Data Protection Regulation」の略。日本語では「ＥＵ一般データ保護規制」を意味します。ＧＤＰＲは、基本的人権の

確保にもとづいた個人情報の保護を目的に定められた法律で、2016年（平成28）４月に欧州連合（ＥＵ）によって制定され、２年の移行期間を

経て2018（平成30）年5月に施行されました。その内容は、ＥＵ加盟28か国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを加えたＥＥＡ

（欧州経済領域）諸国を対象に、個人データの移転・処理などの取扱いについての法的規制を定めたものです。 

情報セキュリティ10 大脅威 2018 

資料）独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）ホームページ 

インターネットバンキングやクレジットカ
ード情報等の不正利用 

ランサムウェアによる被害 

ネット上の誹謗・中傷 

スマートフォンやスマートフォンアプリを
狙った攻撃 

ウェブサービスへの不正ログイン 

ウェブサービスからの個人情報の搾取 

情報モラル欠如に伴う犯罪の低年齢化 

ワンクリック請求等の不当請求 

ＩｏＴ機器の不適切な管理 

偽警告によるインターネット詐欺 

標的型攻撃による被害 

ランサムウェアによる被害 

ビジネスメール詐欺による被害 

脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 

脅威に対応するセキュリティ人材の不足 

ウェブサービスからの個人情報の搾取 

ＩｏＴ機器の脆弱性の顕在化 

内部不正による情報漏えい 

サービス妨害攻撃によるサービスの停止 

犯罪のビジネス化 
（アンダーグランドサービス） 
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２ 国の情報化政策の動向  

国では、2001（平成13）年１月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を施行するととも

に、「ＩＴ総合戦略本部」を設置して「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を策定し、高度情報通信ネットワーク社

会の形成に関する施策を重点的に推進してきました。 

その後、2003（平成15）年に策定した「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」をはじめとする戦略の見直しを行

いながら、2013（平成 25）年６月には、「ＩＴ総合戦略本部」の決定を経て、新たなＩＴ戦略である

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を策定し、情報システム改革やオープンデータ・ビッグデータの推

進、農業や医療・介護など多様な分野でのデータの活用、インフラ環境や人材の育成など様々な取組

を積極的に展開しています。 

 

（１）Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０24とは、ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩなどの実用化の進展に伴って生じる社会

全体の大きな変革による新しい社会のことであり、ＩＣＴに関する最先端技術を、生産・流通・販売、

交通、健康医療、金融、公共サービスなどに活用し、人々が快適で豊かに生活できる社会の到来を意

味しています。 

国では、2016（平成28）年１月に策定した「第５期科学技術基本計画」において、「世界に先駆けた

『超スマート社会』の実現」という方針を打ち出すとともに、「未来投資戦略 2018」の基本的な考え

方においても「第４次産業革命の社会実装によって、現場のデジタル化と生産性向上を徹底的に進め、

日本の強みとリソースを最大限活用して、誰もが活躍でき、人口減少・高齢化、エネルギー・環境制

約など様々な社会課題を解決できる、日本ならではの持続可能でインクルーシブ（包摂）な社会経済

システムである『Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０』を実現する」としており、無人自動運転による移動サービ

スの実現やＭａａＳ25など公共交通全体のスマート化等の次世代モビリティ・システムの構築、服薬指

導を含めたオンライン医療などの次世代ヘルスケア・システムの構築などに重点的に取り組んでいま

す。 

また、2016（平成28）年９月に設置した「地

域ＩｏＴ実装推進タスクフォース」において

2020（平成32）年度を目標としたロードマッ

プを策定し、全国各地の生活や産業の様々な

場面におけるＩｏＴの実装推進に向けた取

組を展開しており、2017（平成29）年５月の

改定版ロードマップでは、「教育」「医療・福

祉・介護」「働き方」「防災」「農林水産業」「地

域ビジネス」「観光」「官民協働サービス」「ス

マートシティ26」の９つの分野について、全国

各地でＩｏＴ実装を強力・迅速に進めてお

り、人材の派遣や普及啓発活動、財政的な支

援などの取組を積極的に推進しています。 

                                                
24 Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0：①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く新たな社会を指し、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空

間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会のことです。 
25 ＭａａＳ：「Mobility as a Service」の略。出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに提供するなど、移動を

単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念のことをいいます。スマートフォンアプリを用いて、出発地か

ら目的地までの移動手段の検索・予約・決済を一括して行えるサービス等が典型です。 
26 スマートシティ（スマートコミュニティ）：太陽光やバイオマスなどの地域のエネルギー資源の活用に加えて、ＩＣＴや蓄電池等を活用するこ

とにより、地域で需給を管理し、利活用の最適化を図るエネルギーの自立をめざした取組のことです。 

資料）内閣府ホームページ 

Society5.0 で実現する社会 
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（２）官民データの利活用とＩＣＴイノベーションの社会実装 

  国では、2016（平成 28）年 12 月に、官民データ利活用のための環境を総合的かつ効率的に整備す

るため「官民データ活用推進基本法 」を施行しました。 

2017（平成29）年５月には、全ての国民がＩＣＴ利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を享

受し、真に豊かさを実感できる社会である「官民データ利活用社会」のモデルを世界に先駆けて構築

する観点から「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を策定しました。 

将来的には、このモデルを、今後、超少子高齢社会を迎えていく途上国をはじめとする他国に展開

していくことを通じ、これまで以上に日本がより高い尊敬の念を持って世界的に認められるよう、「官

民データ利活用社会」の実現をめざしています。 

  また、2018（平成30）年７月に、2030年から2040年頃の未来社会を展望しつつ、ＩｏＴ・ＡＩ・ 

ロボット等のイノベーション27の社会実装や、年齢・障害の程度等を超えて誰もがその能力を発揮し豊

かな生活を享受できる社会の実現に向けて、取り組むべき情報通信政策の在り方である「未来をつか

むＴＥＣＨ戦略」を策定しました。 

この戦略では、年齢・障害の有無等にかかわらず、誰もが包摂され、豊かな人生を享受できる社会

（「インクルーシブ（包摂）」な社会）、コンパクト化とネットワーク化によってコミュニティを維持し、

新たな絆で繋がっている社会（「コネクティッド（連結）」な社会）、技術革新や市場環境の変化に順応

して変革を進めていく社会（「トランスフォーム（変容）」な社会）を創っていくための取組を官民一

体となって進めるべきと提言しており、あらゆる産業分野において、ＩＣＴのアグレッシブ（積極的）

な導入（Ｘ-Tech：クロステック28）を行動原則として、リスクに挑戦しやすい社会風土を形成してい

くことが重要であると指摘しています。 

 

 

 

 

  

                                                
27 イノベーション：既存のモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化をもた

らす変革のことをいいます。 
28 Ｘ-Tech（クロステック）：「□□×Technology（技術）」の造語。「Tech」はＩＣＴの意味で使われており、近年利用頻度が高まっています。Ｉ

ＣＴ化がまだ十分に進んでいない産業にデジタル技術を導入し、新しい価値や仕組を提供することを意味しています。 

「未来をつかむＴＥＣＨ戦略」の背景 

資料）情報通信審議会 ＩｏＴ新時代の未来づくり検討委員会 とりまとめ 
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（３）サイバーセキュリティと個人情報の保護 

世界的規模で深刻化するサイバー攻撃の脅威の増大を背景として、国内におけるサイバーセキュリ

ティ29政策の基本理念を定め、国や自治体をはじめとする関係主体の責務等を明確化するとともに、サ

イバーセキュリティ政策に係る政府の司令塔機能を強化し、社会経済の発展や国民の安全・安心な暮

らしを実現するため、2014（平成26）年11月に「サイバーセキュリティ基本法」が施行されました。 

この基本法に基づき、2015（平成27）年１月に、サイバーセキュリティ政策に係る政府の司令塔と

して「サイバーセキュリティ戦略本部」が新たに設置され、「東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会」も見据えた情報共有体制の強化などの取組を推進しており、その一環として、サイバー

攻撃への対応能力の向上を図るため、サイバー攻撃によるインシデント発生時の一連の対処方法を体

験する実践的サイバー防御演習「ＣＹＤＥＲ」（CYber Defense Exercise with Recurrence）を実施し

ています。 

また、2015（平成27）年９月（2017（平成29）年５月全面施行）に個人情報保護法が改正され、個

人情報取扱事業者に対する監督権限を「個人情報保護委員会」に一元化したほか、個人情報を匿名加

工情報として個人が特定できないように加工した上で、自由に利活用できるようになりました。 

ビッグデータやオープンデータの利活用を進めるにあたっては、個人情報の保護を図りつつ、適正

に活用していくことが必要であり、匿名加工情報によるデータの活用が重要な要素となっています。 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                
29 サイバーセキュリティ：電子的方式などにより記録・送受信される情報の漏えいや滅失又は毀損の防止のための必要な措置、並びに情報システ

ム・情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のための必要な措置のことをいいます。 

実践的サイバー防御演習 （CYDER : CYber Defense Exercise with Recurrence） 

資料）総務省「平成30 年版情報通信白書」 



- 9 - 
 

３ 青森県の情報化の現状とこれまでの取組状況  

（１）県内の情報化の現状 

① 情報通信基盤の整備・普及状況 

○ インターネットの利用状況（個人） 

2017（平成29）年の県内のインターネット利用者（個人）の割合は72.5％であり、全国平均80.9％

を下回っています。（順位：全国41位、東北４位） 

また、本県のインターネット利用端末の種類としては、スマートフォンが45.9％と最も高く、次に

パソコン40.9％、タブレット型端末15.7％、携帯電話（ＰＨＳ30を含む）10.2％と続いています。 

なお、全国平均の年齢階層別の利用目的としては、「電子メールの送受信」がほぼすべての年齢層で

高くなっている一方、「ＳＮＳの利用」や「動画投稿・共有サイトの利用」では世代間での差が大きく

なっています。このうち、ＳＮＳについては、40～69歳の各年齢階層で利用率が上昇しています。 

 

 
 

○ 主な情報通信機器（携帯電話、スマートフォン等）の保有状況（世帯） 

2017（平成29）年の世帯におけるモバイル端末全体31の普及率は、全国・県内ともに90％を超えて

いますが、スマートフォンに限ると、2017（平成 29）年度時点で全国が 75.1％に対して、県内では

67.5％となっており、全国平均を下回っている状況にあります。（順位：全国39位、東北５位） 

 

 

  
 

                                                
30 ＰＨＳ：「Personal Handy-phone System」の略。家庭用コードレスホンと同じ仕組みで、携帯電話より電波が弱い反面、ほかの電気通信機器へ

の影響は少ない通信機器をいいます。 
31 モバイル端末全体：これには、携帯電話・ＰＨＳと、2009（平成21）年から2012（平成24）年までは携帯情報端末（ＰＤＡ）、2010（平成

22）年以降はスマートフォンを含みます。 

主な情報通信機器の保有状況（世帯） 

資料）総務省「通信利用動向調査」 

資料）総務省「通信利用動向調査」 

（％） 
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② 市町村の現状 

○ オープンデータの取組状況 

県内では、2018（平成30）年４月末現在で、青森市、弘前市、八戸市及び十和田市の４市（10.0％）

がオープンデータカタログサイトを開設しており、全国の296市区町村（17.0％）を下回っています。

（順位：全国27位、東北３位） 

 

○ 自治体クラウドの取組状況 

県内では、2017（平成29）年10月時点で、自治体クラウド32（基幹系業務システムの共同利用）を

導入している市町村は、2015（平成27）年４月に、弘前市、大鰐町、西目屋村及び田舎館村の4市町

村が本県初となる運用を開始し、2017（平成29）年２月には、黒石市と六戸町の２市町が運用を開始

し、導入率は15.0％であり、全国の356市区町村（20.4％）を下回っています。（順位：全国29位、

東北３位） 

 

○ マイナンバーカードの交付状況 

県内では、2018（平成30）年12月１日時点で、マイナンバーカード交付率が、10.9％（約14万３

千枚）であり、全国の12.2％（約1,564万枚）を若干下回っています。（順位：全国22位、東北３位） 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
32 自治体クラウド：クラウドコンピューティングを活用して、自治体の税や年金などの基幹系業務システムの集約・共同利用を進め、情報システ

ム運用経費の削減や住民サービスの向上を図ることをいいます。 

公開数 公開率 導入数 導入率 交付枚数 交付率

全国 296 17.0% 356 20.4% 15,642,405 12.2%

東北 23 8.9% 42 16.3% 944,765 10.6%

青森県 4 10.0% 6 15.0% 142,992 10.9%

区分

参考）政府CIOポータル 参考）総務省ホームページ 参考）総務省ホームページ

オープンデータ公開市町村数
（平成30年４月30日時点）

自治体クラウド導入市町村数
（平成29年10月時点）

マイナンバーカード交付率
（平成30年12月１日時点）

オープンデータ・自治体クラウド・マイナンバーの取組状況 
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③ 学校の現状 

○ 教育用コンピューター１台当たりの児童生徒数の推移 

  2018（平成 30）年３月現在の小・中・高・特別支援学校あわせた本県平均値は 4.8 人／台であり、

全国平均値の5.6人／台を上回り、全国で第15位となっています。 

 
 

 

○ 普通教室のＬＡＮ整備率 

  2018（平成30）年３月現在の小・中・高・特別支援学校あわせた本県平均値は27.5％であり、全国

平均値の34.5％を下回り、全国で第35位となっています。 

 
 

 

資料）文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

資料）文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 
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○ 携帯電話・スマートフォンの所有状況 

2016（平成28）年度に県内の小学校・中学校・高等学校の児童・生徒約1,300人を対象に行った「青

少年の意識に関する調査」によると、携帯電話・スマートフォンの所有率は全体で62.5％となってお

り、2014（平成26）年度と比較すると8.4ポイント増加しています。小学６年生の所有率は34.8％、

中学２年生の所有率は54.3％、高校２年生の所有率は98.3％となっています。 

携帯電話・スマートフォンの使用時間は、全体で「１時間以上２時間未満」が 22.0％で最も高く、

以下「２時間以上３時間未満」が20.3％、「３時間以上４時間未満」が18.9％などとなっています。 

なお、「３時間以上」は、全体の 38.1％（「３時間以上４時間未満」18.9％、「４時間以上５時間未

満」11.2％、「５時間以上」8.0％）となっており、2014（平成26）年度と比較すると増加しています。 

使用している携帯電話やスマートフォンのフィルタリング機能33の利用状況について、「有効になっ

ている」が全体の 44.8％で、「わからない」が 36.5％、「有効になっていない」が 18.7％となってい

ます。 

携帯電話やスマートフォン、パソコンで、悪口やいじめにつながる書き込みを見たことがあるかど

うかについては、「よく見る」が全体の7.5％、「ときどき見る」が25.4％、「見たことはない」が67.1％

となっています。 

 

 
 

 

  

                                                
33 フィルタリング機能：パソコンや携帯電話から接続するインターネットのサイトや時間帯を制限するサービスのことをいいます。 

資料）青森県「青少年の意識に関する調査」（平成 28 年調査） 
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（２）県内のこれまでの取組状況 

県では、クラウドコンピューティングの技術革新の進展を踏まえ、2011（平成23）年２月に、将来に

向けたＩＴの利活用方針として「クラウドあおもり戦略」を策定し、特に推進すべき分野として、「命と

暮らしのセーフティネットの確立」「ＩＴ人財の育成確保」「自治体クラウドの実現」「データセンター34

集積拠点の形成とＩＴプラットフォームの構築」などを掲げ、県民、企業、市町村等と連携して、クラ

ウドの普及啓発と積極的な利活用に取り組んできました。 

また、県民参加・官民協働の促進、県民の利便性の向上、行政の効率化、新事業・新産業の創出によ

る地域活性化などが期待されるオープンデータの進展を踏まえ、2014（平成26）年12月に、「オープン

データあおもり戦略」を策定し、「積極的なデータ公開」「機械判読35が可能で、二次利用36が容易な形式

での公開」「営利目的・非営利目的を問わずに活用を促進」「取組可能で積極的な活用が見込まれる公共

データから速やかに着手」などの基本原則に基づき、オープンデータの推進に取り組んできました。 

本項では、これらの戦略に基づく取組を含めた本県におけるこれまでの主な取組の実績や課題につい

て、「青森県基本計画」が掲げるめざす姿や「官民データ活用推進基本法」の趣旨を踏まえ、生活者から

の視点による「（１）安全・安心、健康」、産業面からの視点による「（２）産業・雇用」、行政からの視

点による「（３）行政経営（官民データ活用）」、ＩＣＴの利活用を支える「（４）基盤の整備、人財の育

成・確保」の４つの分野に整理して、取りまとめています。 

 

① 「安全・安心、健康」分野 

○ 健康・長生きで安心して暮らせる環境づくり 

【主な取組の実績】 

 地域のかかりつけ医が各圏域の中核病院で保管する電子カルテを閲覧するなどの機能を持つ「地

域医療情報共有システム」を運用してきました。 

 へき地等の医療を受ける環境が厳しい地域においても安心して医療を受け続けられるよう、自治

体立医療機関におけるＩＣＴを活用した遠隔医療37システムの導入を促進するための研究などに

取り組みました。 

地域医療情報共有システム「あおもりメディカルネット」（イメージ図） 

 

                                                
34 データセンター：無停電電源装置、防火・消火設備、地震対策設備、入退室管理などのセキュリティ対策など、サーバーを設置するために高度

な安全性などを確保して設計された専用の建物・施設のことをいいます。 
35 機械判読：コンピュータープログラムが自動的にデータを再利用(加工、編集等）できることをいいます。 
36 二次利用：公開されているデータを引用、転載、複製、改変等を行うことにより利用することをいいます。二次利用に当たってのルールとし

て、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用するケースが多くみられます。 
37 遠隔医療：医師と医師、医師と患者との間を、インターネット、テレビ電話などのＩＣＴを活用して、患者の情報や放射線画像などを伝送し、

診断等を行うことをいいます。 

資料）青森県ホームページ（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/aomori̲ medicalnet.html） 
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【課題】 

2025年には、団塊の世代が全て後期高齢者となり、これまでに経験したことのない超高齢化時代

を迎えます。保健・医療・福祉ニーズの増大によるサービスの低下など、県民生活への様々な影響

が懸念されています。 

県民の誰もが、年齢を重ねても、住み慣れた地域で、健康で活動的に安心して暮らすことができ

るよう、県民一人ひとりの健康づくりに向けた生活習慣の改善や地域の保健・医療・介護・福祉サ

ービスの充実に向けて、ＩＣＴを利活用することが必要です。 

 

○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

【主な取組の実績】 

 パソコンやスマートフォンなどで子育て応援施設の情報を検索できる「親子に優しい街マップ」

システムを運用してきました。 

 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制の構築を図るため、母子に係る妊娠期から子育

て期までのデータを市町村等と情報共有できるシステムを運用してきました。 

 

親子に優しい街マップ（https://www2.wagamachi-guide.com/pref-aomori/） 

 

【課題】 

少子化は、未婚化・晩婚化などのほか、核家族化の進行や仕事と家庭を両立できる雇用環境の整

備が遅れていることなどが要因として考えられています。 

安心して働きながら子どもを育てることができる環境の整備や子育てに関する適時適切な情報発

信、相談体制の充実に向けて、ＩＣＴを利活用することが必要です。 

 

○ 自然との共生や低炭素・循環による持続可能な地域社会づくり 

【主な取組の実績】 

 電力系統側から様々な通信手段を用いて太陽光発電施設のパワーコンディショナー38を制御する

ことを目的とした国の実証事業（次世代型双方向通信出力制御実証事業）をむつ小川原開発地区

                                                
38 パワーコンディショナー：直流の電気を交流に変換し、家庭用の電気機器などで利用できるようにするための機械のことをいいます。太陽電池

などの家庭用発電システムで発生する電気を直流から交流に変換した上で、家庭内での利用、または蓄電池への充電、系統への売電などに適し

た、安定した出力に整える役割を持っています。 
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で実施しました。 

 白神山地の保全と地域の持続的発展の両立に向けて、白神山地体験プログラム予約サイト「白神

カレンダー」を運用してきました。 

 ニホンジカの低密度環境下における捕獲作業の省略化などを検証するため、ドローン39の活用方

法を検証しました。 

白神山地体験プログラム予約サイト「白神カレンダー」（http://shirakami-cal.jp/） 

 
【課題】 

地球温暖化が進行し、国際社会において温室効果ガスの排出ゼロに向けた大幅削減が求められて

いる中、本県においても、自然や生物多様性、農林水産業など、様々な分野で気候変動による影響

が顕在化してきています。 

本県は、世界自然遺産白神山地を始めとする豊かな森林や、三方を囲む海、十和田湖・奥入瀬渓

流に代表される美しくきれいな川や湖など、自然あふれる環境に恵まれており、この恵みを次の世

代へ確実に引き継いでいくためにＩＣＴを利活用することが必要です。 

 

○ 安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり 

【主な取組の実績】 

 緊急時における県民の情報力を高めるため、緊急時のＩＣＴ利活用の普及啓発や緊急時情報案内

人の育成・認定、高齢者向け講習会等を開催しました。 

 洪水時や渇水時のダム情報とそれによる河川等への影響や調節効果などを市町村や県民等へ迅

速に情報発信するため、新たに流入量等の予測や洪水時のダムによる水位低減効果をホームペー

ジ上で公表してきました。 

 

もしもの時に備えよう。－緊急時ポケットブック－ 

 

                                                
39 ドローン：無人で遠隔操作や自動制御などにより飛行できる航空機のことをいいます。 
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【課題】 

我が国は、2011（平成23）年の東日本大震災、2016（平成28）年の熊本地震、2018（平成30）年

７月の西日本に大きな被害をもたらした豪雨など、近年、巨大地震や地球温暖化に伴う気候変動の

影響による豪雨が発生し、甚大な被害を受けています。自然災害以外では、県民の安全・安心を揺

るがす犯罪被害や交通事故などの発生も後を絶たない状況にあります。 

快適な日常生活を送るためには、生活環境をより良いものに改善するとともに、食や消費生活な

ど日常に潜む危険の未然防止が求められるため、住生活環境の質の向上、緊急時の効果的な情報発

信、犯罪の未然防止、食や消費生活の安全・安心の確保に向けて、ＩＣＴを利活用することが必要

です。 

また、都市化や単身世帯の増加、自治会・町会への加入率の減少など、地域コミュニティの紐帯

が弱体化しつつあり、人口が減少していく中においても、全ての人が安心して暮らし続けられる明

るい地域コミュニティを形成していくために、多世代交流や共生の取組として、ＩＣＴを利活用す

ることが必要です。 

 

 

② 「産業・雇用」分野 

○ 消費動向を見据えた販売戦略 

【主な取組の実績】 

 国内への販路拡大に向けて、県産品情報サイト「青森のうまいものたち」を活用した情報発信に

取り組むとともに、ＱＲコードの活用によるトレーサビリティ40システムの構築に向けて、台湾

向け輸出りんごを対象としたシステムの試験運用を行いました。 

 県産米で初めて特Ａ評価を取得した「青天の霹靂」について、ビジュアルデザイン41を活用し、県

内でのテレビＣＭや新聞広告、県民向けのＰＲイベントやウェブを活用した情報発信などに取り

組みました。 

 

あおもり産品情報サイト「青森のうまいものたち」（https://www.umai-aomori.jp/） 

 

【課題】 

   国内外への販路拡大に向けて、農産物の安全・安心情報や観光資源の魅力など青森ファンを増や

すために、ＩＣＴを利活用した情報発信の充実が必要です。 

                                                
40 トレーサビリティ：物品の流通経路を生産段階から最終消費段階、あるいは、廃棄段階まで追跡が可能な状態のことをいいます。 
41 ビジュアルデザイン：絵や写真、コンピューターグラフィックスなどの視覚的な表現で伝達することを目的としたデザインのことをいいます。 
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   また、ＧＡＰ42など消費者から信頼される安全・安心で効率的な生産管理体制の確立に向けて、Ｉ

ＣＴを利活用することが必要です。 

 

○ 魅力ある観光コンテンツづくりと戦略的な情報発信 

【主な取組の実績】 

 観光情報サイト「アプティネット」に掲載する観光情報の収集や更新、英語、韓国語、中国語（簡

体字、繁体字）による観光記事の作成などを行いました。 

 県史編さん事業で収集した資料を整理し、「青森県史デジタルアーカイブ」で一般公開しました。 

 

青森県観光情報サイト「アプティネット」（https://www.aptinet.jp/index.html） 

 

 

【課題】 

旅行形態の変化や外国人観光客の増加等をチャンスと捉え、国・地域・年代等の特性や嗜好等に

応じた着地型旅行商品43の開発などの観光コンテンツづくりや戦略的な情報発信、経営戦略、行動分

析などにＩＣＴを利活用することが必要です。 

 

 ○ 誘客促進のための受入環境の整備 

【主な取組の実績】 

 外国人観光客の受入環境整備のため、県有観光施設や観光案内板の多言語化に取り組んだほか、

県内の公共施設等のＷｉ－Ｆｉ44環境整備に取り組みました。 

 インターネット予約を利用して来県する個人旅行客やピーク期以外の宿泊者の増加に向けて、本

県の魅力を生かしたオンライン販売向け宿泊プランやモデルコースを開発しました。 

 観光・交通情報案内スマートフォンアプリ「あおもりナビ」を活用し、外国人観光客の訪問場所

や移動経路等に係る旅行行動の調査・分析を行いました。 

 増加する海外からの個人旅行者に対応した二次交通の強化を図るため、配車アプリの活用による

県内空港から観光地等までの定額タクシーの実証運行を行いました。 

 

                                                
42 ＧＡＰ：「Good Agricultural Practice」の略。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための農業生産工程

管理の取組のことをいいます。 
43 着地型旅行商品：旅行者を受け入れる地域（着地側）が、その地域でお勧めの観光資源を基にして企画・運営する旅行商品のことをいいます。 
44 Ｗｉ－Ｆｉ：無線ＬＡＮでインターネットに接続することをいいます。 
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観光・交通情報案内スマートフォンアプリ「あおもりナビ」（https://aomori.jcld.jp/AomoriRouteFinder/） 

 

【課題】 

本県では、訪日外国人旅行者数が年々増加傾向にあり、交通情報の検索機能の充実や多言語化対

応など、外国人個人旅行客の利便性向上や受入環境の改善に向けて、ＩＣＴを利活用することが必

要です。 

 

○ 地域資源を生かした産業の創出・育成・継承 

【主な取組の実績】 

 県内への立地の可能性が高い分野の企業をターゲットに位置付け、コンタクトセンター45関連企

業の誘致に取り組みました。 

 大手医療機器メーカーが開発したＩＣＴ活用による歩行機能測定器の実証を行うなど、ハードと

ソフトを組み合わせた新たなヘルスケアサービスのビジネスモデルの可能性を検証しました。 

 購入型のクラウドファンディング46を運営する民間事業者と連携し、起業者や中小企業者による

地域活性化に資する魅力的なプロジェクトについて、県内外の応援者から資金調達を行う事例を

創出するなどクラウドファンディングの普及に取り組みました。 

 新たな付加価値の創造や地域課題の解決に繋げ、「超スマート社会」に対応するビジネスを創出す

るため、データ利活用ビジネスやシェアリングエコノミー47に関するフォーラム・セミナーを開

催しました。 

 移住プロモーション動画を作成し、総務省の「全国移住ナビ」に掲載するなど、広く青森県の暮

らしの魅力をＰＲしたほか、移住・交流ポータルサイト「あおもり暮らし」を構築しました。 

 

【課題】 

新たな産業やサービスの創出に向けて、ＩｏＴやＡＩ、ロボットなどのＩＣＴを導入・利活用す

ることが必要です。 

また、担い手の減少や高齢化が課題となっている農業分野において、新規就農者への技術の継承

                                                
45 コンタクトセンター：企業において、電話、ＦＡＸ、Ｅメール、チャット、ウェブ等を利用し、顧客への対応業務を専門に行う事業所や部門の

ことをいいます。 
46 クラウドファンディング：不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆

（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語です。購入型クラウドファンディングは、リターンとしてモノ・サービスが提供されるクラ

ウドファンディングで、資金調達やＰＲ、テストマーケティングといった形で個人・法人問わず数多くのプロジェクトが立ち上がっています。 
47 シェアリングエコノミー：個人等が保有する活用可能な資産等をインターネットを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動のことを

いいます。 
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のために、個人が持つ知見（暗黙知）をデータで共有するなど、ＩＣＴを利活用することが必要で

す。 

 

○ 働きやすさや収益性を高める生産性向上対策 

【主な取組の実績】 

 農林水産分野の生産性と収益性の向上を図るため、ＩＣＴの活用に取り組みました。 

 「青天の霹靂」の安定生産に向けて、リモートセンシング48技術を活用した生産指導の実施。 

 漁獲可能量（ＴＡＣ49）制度の実施に伴う対象魚種の漁獲情報や水揚げ情報を迅速かつ的確

に収集・解析するための関係漁協、産地市場、県関係機関を結ぶネットワークシステム「漁

獲管理情報処理システム」の運用。 

 アカイカの漁場予測のためのリアルタイムで情報を集配信する専用システムの開発と民間

運用への移行。 

 若手農業女子を対象としたドローンやＩｏＴ技術を活用した研修の実施。 

 ながいも産地規模拡大に向けたドローンなどを活用した省力化の実証。 

 メーカーとの協働による省力効果の高い「自動ほ場水管理システム」などの実証。 

 りんごでのＩＣＴ活用の可能性を整理した「ＩＣＴ利活用メニュー」の作成。 

 農業情報サービスネットワーク「アップルネット」による病害虫の予察情報、りんごの果実

肥大経過、アメダスデータなどを確認できる生産情報の提供。 

 工事の受注者と発注者が工事書類をクラウド上で共有する「工事情報共有システム」の活用や３

次元データやＧＮＳＳ50を利用して機械の制御や出来形管理を行うＩＣＴ施工の実施により、県

内建設業の生産性向上を支援しました。 

 県内宿泊事業者向けのＩＣＴを活用した生産性向上実践塾の開催や観光案内所向けのＡＩを活

用した生産性向上モデル事業を実施しました。 

 

【課題】 

各産業分野における労働力不足が深刻な課題となっているため、ＩｏＴやＡＩ、ＲＰＡ51等の導入

による生産性向上や省力化を図るとともに、テレワークの導入などによる多様な働き方を可能とす

る環境整備が必要です。 

また、近年、様々な産業や業種などにＩＣＴを活用して、新しい価値や仕組を提供する「□□×

Technology（技術）」（Ｘ-Tech：クロステック）と呼ばれるトレンドが進展しており、金融分野（Fin 

Tech：フィンテック52）でのビッグデータの活用・連携による業務効率化や新たな商品・サービスの

開発、医療分野（Health Tech：ヘルステック53）での電子カルテやネット予約システムの導入など、

様々な分野における「Ｘ-Tech：クロステック」の取組が求められています。 

 

                                                
48 リモートセンシング：対象物に触れることなく、物体が反射・放射する電磁波を遠隔から計測することにより、物体の形状や性質などを識別す

る技術のことをいいます。 
49 ＴＡＣ：水産資源を維持・管理・回復するため、魚種ごとに漁獲できる総量を制限すること、または魚種ごとに定めた漁獲上限値の略称です。 
50 ＧＮＳＳ：「Global Navigation Satellite System」（全地球測位システム）の略。人工衛星を使用して地上の現在位置を計測する「衛星測位シ

ステム」のうち、全地球を測位対象とすることができるシステムのことをいいます。 
51 ＲＰＡ：「Robotic Process Automation」の略。ロボットによる業務の自動化のことをいいます。 
52 フィンテック：「Finance（金融）」と「Technology（技術）」を掛け合わせた造語で、インターネットや人工知能などのＩＣＴを利用した新しい

金融サービスのことをいいます。決済、融資、送金、資産運用・管理、会計、保険、仮想通貨、経営・業務支援など、これまで金融機関がほぼ独

占していた金融サービスをインターネット、クラウド、スマートフォン、ビッグデータといったＩＣＴを活用することで、より便利に、より低コ

ストで、より迅速に提供しようという動き全般をいいます。 
53 ヘルステック：「Health（健康）」と「Technology（技術）」を掛け合わせた造語で、健康分野や医療分野にＩｏＴやＡＩなどを活用した新しい

ヘルスケアサービスのことをいいます。運動や食事の管理、遠隔医療、電子カルテなど、各方面で様々な取組が進められています。 
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③ 「行政経営（官民データ活用）」分野 

○ 庁内情報システムの全体最適化 

【主な取組の実績】 

 県の業務毎の専用端末を統廃合し、一つの端末で複数業務を実施するなど、端末や庁内ネットワ

ークの統一化を進めてきました。 

 

【課題】 

サーバーの統合等を進めながら、更なる情報システム投資の全体最適化をめざすことが必要です。 

 

○ 行政手続におけるＩＣＴ利用 

【主な取組の実績】 

 納税者の利便性向上のため、自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ54）、コンビニ

エンスストアでの県税収納、地方税電子申告システム（ｅＬＴＡＸ55）を活用した基幹システムへ

の申告データの自動連携、クレジットカードにおける県税収納の導入に取り組みました。 

 インターネットを利用して自宅や職場のパソコンやスマートフォンから県の機関に対する申請

や届出等ができる「青森県電子申請・届出システム」を運用してきました。 

 建設工事・建設関連業務における電子入札を運用してきました。 

 

青森県電子申請・届出システム（https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList̲ initDisplay.action） 

 

 

【課題】 

県内各地でブロードバンド56環境の整備が進むとともに、スマートフォンやタブレット端末など

が急速に普及し、日常生活の様々な場面でＩＣＴ機器を利活用する社会状況下において、行政サー

ビスの向上や簡素で効率的な行政運営を図るためには、各種申請・届出、税の申告、物品の調達や

工事入札といった行政手続のオンライン化を推進していくことが必要です。 

 

○ 官民データの容易な利用 

【主な取組の実績】 

 ＣＳＶ57形式などの機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め二次利用が可能なオープン

                                                
54 ＯＳＳ：自動車を保有するために必要な手続（警察署への車庫証明申請、運輸支局への検査・登録の申請、自動車税等の申告・納付等）を、オ

ンライン上で一括して行うことができるサービスのことをいいます。 
55 ｅＬＴＡＸ：「地方税ポータルシステム」の略称で、地方税における手続を、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことをいいます。 
56 ブロードバンド：光ファイバーなどのような、より広帯域で高速な通信を提供する回線やサービスの総称のことをいいます。 
57 ＣＳＶ：データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットのひとつで、主にアプリケーション間のファイル

のやり取りに使われます。 
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データカタログサイト「青い森オープンデータカタログ」を開設するとともに、オープンデータ

を活用する人財を育成するための講座や県内のオープンデータへの理解促進と気運醸成を図る

ためのセミナーを開催しました。 

 自治体が公開したごみの収集日などのデータを活用して、ごみ収集日をスマートフォンに自動で

通知する機能などが搭載された「ごみ収集アプリ」を開発・公開するなど、県内でもオープンデ

ータ活用の取組が進んできています。 

 

八戸市ごみ収集アプリ 

 

 

 

【課題】 

国や自治体が保有する公共データのほか、民間事業者が保有するデータも加えた多種多様で膨大

なデータを様々な分野や場面に取り入れ、地域課題や住民ニーズにきめ細かく対応していくために

は官民データの利活用が求められています。 

県では、これまで、オープンデータの普及啓発やデータを利活用できる人財の育成を目的とした

取組を進めてきましたが、個人や企業単体での活動に止まっていることが課題です。 

国の「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、全ての自治体が2020

年度までにオープンデータ化に取り組むよう求められており、県内全域へ取組を波及・拡大させる

ことが必要です。 

 

○ 個人番号カードの普及・利活用 

【主な取組の実績】 

 2015（平成 27）年10月に施行された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」（マイナンバー法）に基づく「社会保障・税番号制度」（マイナンバー制度58）

の導入により、行政にとっては、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担

の公正化を図ることができ、また、住民にとっては、社会保障や税に関する行政手続での添付書

類が不要となるなどの効果が期待できます。 

 2017（平成 29）年11月から、情報連携の本格運用が開始し、今後さらに情報連携の対象事務手

                                                
58 マイナンバー制度：複数の行政機関等に存在する個人情報を同一人の情報であるという確認を行うための基盤であり、行政の効率化を図るとと

もに、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、住民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。 

参考）八戸市ホームページ（https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/8,99444,35,516,html） 
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続が拡大され、行政手続等の簡素化や利便性向上が図られることが期待できます。 

 マイナンバー制度において、住民の申請に基づき発行されるマイナンバーカード59には、マイナ

ンバーの記載とともに、内蔵するＩＣチップ内に公的個人認証で使用される電子証明書のほか自

治体などが各種サービスに利用可能な空き領域が用意されるなど、行政サービスの向上や地域経

済の支援といった面での活用に向けた取組が進められています。 

 

めいぶつチョイス（中泊町における自治体ポイント制度を活用したインターネット販売） 

 

 

【課題】 

マイナンバーカードの普及促進に向けて、国では、マイナンバーカードに搭載されている公的個

人認証機能を活用した「マイキープラットフォーム構想60」の取組など、様々な利活用の拡充に取り

組んでおり、県内においても普及促進に取り組むことが求められています。 

 

○ 利用の機会等の格差是正 

【主な取組の実績】 

 障害者や高齢者のＩＣＴリテラシー向上のため、障害者や高齢者にＩＣＴ機器のアクセシビリテ

ィ61機能の有用性を指導する人財（サポーター）を育成する講座を開催しました。 

 

サポーター育成講座 

■  

                                                
59 マイナンバーカード：住民の申請により無料で交付されるプラスチック製のカードで、おもて面には顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が表

示されており、本人確認のための身分証明書として、うら面にはマイナンバーが記載されており、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手

続を行う際の番号確認に、それぞれ利用できます。また、カードのＩＣチップには電子証明書などの機能が搭載され、行政機関に対する電子申請

などに利用できます。 
60 マイキープラットフォーム構想：マイナンバーカードを活用し、様々な利用者カードを１枚にするとともに、各自治体のポイント（行政ポイン

ト）などをクラウド化することに併せ、クレジットカードのポイントやマイレージを地域経済応援ポイントとして、行政ポイントと合算し、様々

な住民の公益的活動の支援と地域の消費拡大につなげようとする取組です。 
61 アクセシビリティ：年齢や障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいます。 
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【課題】 

本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代において、より顕在化すると考えられるデジタルデバイド62に対応し、

地理的な制約、年齢、身体的な条件などに関わらず、ＩＣＴの便益をあらゆる人が享受し、必要な

支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動への参加を可能とする環境の整備を推

進していくことが必要です。 

 

○ 規格の整備及び互換性の確保 

【主な取組の実績】 

 県と県内全市町村で構成する「青森県電子自治体推進協議会」において、自治体クラウド導入に

必要な技術・知識の普及を図るとともに、国や他自治体の最新動向等に関する情報提供を行うな

どクラウド化に取り組む環境づくりに取り組みました。 

 

【課題】 

システム運用コストの高止まりや自治体職員の定数削減など行政を取り巻く環境が厳しくなって

いる中、行政コストの削減を図り、災害時における業務継続性の確保などのため、情報システムの

互換性を高める必要があります。 

 

 

④ 「基盤の整備、人財の育成・確保」分野 

○ 学校教育を支える情報通信基盤の整備 

【主な取組の実績】 

 情報及び情報技術を活用するための知識と技術を習得させるため、県立学校において、「情報」の

授業を行うために必要な教育用コンピューターを整備しました。 

 県立学校において、インターネットによるｅラーニング学習教材の配信を行いました。 

 

【課題】 

学校におけるタブレット端末などのＩＣＴ利活用の動きは全国的な広がりを見せており、本県に

おいても、Ｗｉ－Ｆｉ環境などのＩＣＴインフラの整備、ＩＣＴ教育環境・教科等に応じた指導モ

デルの開発、ＩＣＴを効果的に活用したわかりやすい授業を実践するための取組、デジタル教材の

充実などが必要です。 

 

○ 県民の生活を支える情報通信基盤の整備 

【主な取組の実績】 

 県内の携帯電話等の不感エリアの解消を図るため、総務省の「無線システム普及支援事業費補助

金」を活用したエリア整備を行いました。 

 データセンターの立地に適している本県の冷涼な気候等を生かした企業誘致を推進し、データセ

ンターの立地に取り組みました。 

 

【課題】 

人口減少社会に対応した地域づくりや産業づくりを進める上で、大量のデータトラヒック63を流

                                                
62 デジタルデバイド：コンピューターやインターネットなどのＩＣＴを利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富

や機会、社会的地位などの格差のことをいいます。個人や集団の間に生じる格差と、地域間や国家間で生じる格差があります。 
63 データトラヒック：インターネットやＬＡＮといったコンピューター・ネットワーク上を流れるデータ量のことをいいます。 
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通させ処理できるネットワーク環境の整備が必要です。 

 

○ 情報セキュリティ対策 

【主な取組の実績】 

 サイバー攻撃の高度化・複雑化に対応するため、県庁内の組織的・効果的な情報セキュリティ対

策を講じるとともに、庁内情報システムのセキュリティ対策状況に関する情報セキュリティ監査

や自己点検、情報セキュリティに携わる職員の資質向上を目的とした情報セキュリティ研修など

を実施してきました。 

 県民生活を脅かすサイバー犯罪被害を未然に防止するため、企業を対象とした体験型サイバーセ

キュリティセミナーを開催するとともに、中・高校生や保護者向け情報モラルフォーラム、教職

員向けセミナーの開催等による普及啓発を行いました。 

 県と市町村では、情報システム強靱性向上（ネットワーク分離）を実施するとともに、2017（平

成29）年６月から「青森県自治体情報セキュリティクラウド」を運用し、情報セキュリティ対策

の抜本的強化に取り組みました。 

 

【課題】 

多種多量の情報が流通するインターネットなどのサイバー空間が急速に拡大する中、個人を標的

とした愉快犯的なものから、国や自治体、金融機関などの重要インフラ等を標的とした経済犯・組

織犯的なサイバー攻撃へと移行しており、情報セキュリティ対策を強化していくことが必要です。 

また、ＩｏＴ機器の幾何級数的な増加に伴い、ＩｏＴ機器を狙ったサイバー攻撃は今後も増加傾

向が続き、より一層、高度化・巧妙化することが懸念されることから、関係機関と連携しながら、

情報セキュリティ対策を強化していくことが必要です。 

 

○ あおもりの未来をつくる人財の育成 

【主な取組の実績】 

 特別支援学校の幼児・児童・生徒の障害の状態に応じて、携帯型端末などＩＣＴ機器を活用した

授業研究等を行いました。 

 いじめの早期発見のため、ソーシャルメディア等監視員を配置し､ネット監視や関係機関への情

報提供を行いました。 

 次代を担う子どもたちによるユビキタス64ネットワーク技術の利活用促進のため、小学生を対象

とした「ユビキタス出前授業～ユビキタス？君なら何する？？～」を開催しました。 

 

ブース体験                          アイデア検討                  知事の前でアイデア発表 

■ ■  

                                                
64 ユビキタス：あらゆるものにコンピューターが内蔵され、いつでも、どこでもコンピューターの支援が得られるような世界や概念を指します。

語源はラテン語で、いたるところに存在する（遍在）という意味です。インターネットなどの情報ネットワークに、いつでも、どこからでもアク

セスできる環境が整えば、場所にとらわれない働き方や娯楽が実現できるようになるとされています。 
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 中学生を対象として、ＩＣＴに興味・関心を持ち、進路を検討する際の参考としてもらうため、

ＩｏＴ・ＡＩなどＩＣＴを取り巻く最近の話題や講師の職場環境などＩＣＴ企業の魅力のほか、

ＳＮＳの使い方やインターネット利用上のトラブル防止など情報リテラシーをテーマとした出

前授業を開催しました。 

 

テーマ：ＩＣＴ企業の魅力       テーマ：情報リテラシー 

■  

 

 ＩＣＴに興味・関心を持ってもらうため、県内の小学生などを対象として、タブレットを使用し

たフォトムービー制作などのワークショップを開催しました。 

 

フォトムービー制作 

■  

 

【課題】 

インターネットの普及や青少年へのスマートフォンなどの情報通信端末の普及拡大により、生活

の利便性が高まる一方で、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、情報通信端末を用いた犯罪等

の新たな問題が発生しており、青少年が安全で安心してインターネットを利用できるための施策を

推進するとともに、情報活用能力を高める教育を推進することが求められています。 

今後、生産年齢人口の減少やグローバル化の進展、第５世代移動通信システム65（５Ｇ）の実用化

を契機とした本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代の到来などによって、雇用環境では、人間が行う仕事の多

くが、単純・定型化された業務から、価値創造的な業務や人と人とのつながりが必要な業務へと転

換していくことが予想されます。 

こうした環境の変化に対応するため、次代を担う子どもたちが様々な変化に積極的に向き合い、

他者と協働して課題を解決していくことや様々な情報を再構成して新しい価値の創造につなげるこ

とができる人財を育成していくことが必要です。 

 

 

 

                                                
65 第５世代移動通信システム：「５Ｇ」と呼ばれ、「超高速」だけでなく「多数接続」や「超低遅延」といった新たな特徴を持つ次世代の移動通信

システムのことをいいます。 
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○ あおもりの今をつくる人財の育成 

【主な取組の実績】 

 本県の農業を支える担い手の育成・確保を図るため、県内の農業者や就農希望者等を対象とした

パソコンによる農業簿記講座を開催しました。 

 県民の生涯学習の推進と開かれた学校づくり促進のため、インターネットを通じた学習コンテ

ンツを拡充し、県民の学習機会の充実を図りました。 

 縄文文化の魅力発信のため、民間団体と連携したプロモーション活動を実施したほか、ＳＮＳを

活用した情報発信を行いました。 

 インターネットに対する知識や規範意識の向上のため、被害防止に向けた情報セキュリティイ

ベントや大学生等のサイバー防犯ボランティアによる講話活動に取り組みました。 

 

【課題】 

インターネットが社会経済活動の基盤となっている現在、産業競争力の強化に貢献し、グローバ

ル社会に対応したＩＣＴ人財の確保が欠かせません。 

本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代に向けて、単にプログラミング等に関する技術・技能を持つだけでは

なく、新たな就業構造に対応しうる「21 世紀型スキル66」を身につけた人財の育成に取り組むこと

が必要です。 

人生 100 年時代の到来が予想され、我が国の高齢者の割合は 2040 年頃にピークを迎えることが

想定される中、高齢者の社会参加を促すためのＩＣＴ教育が必要です。 

また、ＳＮＳの利用者数は年々増加しており、書き込みがもとになったトラブルも数多く発生し

ており、ＩＣＴの利便性だけを強調するのではなく、インターネット関連の犯罪、個人情報の流出

や有害情報の氾濫など“ネット社会の影”の部分も含め、子どもから高齢者まで幅広く県民の情報

リテラシーの向上に取り組むことが必要です。 

 

  

                                                
66 21世紀型スキル：米国を中心に研究が進められた、21世紀に求められる人材に必要とされる能力であり、創造性、問題解決、コミュニケーシ

ョン、情報リテラシー、ＩＣＴリテラシー等の10のスキルを定義しています。文部科学省は、21世紀の知識基盤社会で求められる能力を「21世

紀型スキル」としており、学校においては社会科などそれぞれの教科の中で新しい時代を切り開く力の育成に取り組んでいます。 
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１ 基本的な考え方  

本プランは、ＩＣＴを賢く利活用することで、「青森県基本計画」が掲げる青森県のめざす姿（2030年

における『生活創造社会』）の実現を下支えすることを基本とします。 

国内外の動向を常に意識しながら、人口減少や高齢化、労働力不足など本県が抱える課題の解決や「経

済を回す」取組を更に推進するため、地理的な制約や年齢、身体的な条件などによるＩＣＴの利用機会

や活用能力における格差是正に配慮しつつ、各分野において、「世界へ打って出る（Local to World）」

という攻めの姿勢によるＩｏＴやＡＩ、ＲＰＡなどの導入及びこれを支える基盤整備と人財育成など、

あらゆる主体によるＩＣＴの利活用に向けた取組を効果的かつ戦略的に進めます。 

本章以降では、県民生活の利便性と質の向上に向けて、本県のあらゆる主体によるＩＣＴ利活用の基

本方針を示すとともに、プランの期間内で取り組むべき主な施策や施策の展開方向を示します。 

 

２ ４つの基本方針及び施策の体系  

（１）基本方針 

ＩＣＴが私たちの日常生活や社会経済活動など多様な分野に浸透している中で、県民がＩＣＴ機器や

様々なデータを利活用し、豊かで安心できる暮らしを享受するためには、常に情報化社会の一歩先を見

据えながら、政策や制度面・情報通信インフラの整備、ＩＣＴ人財の育成、セキュリティの確保などに

対応するとともに、こうした暮らしを実現するための有効な道具や手段であるＩＣＴを賢く使いこなす

ことが必要です。 

ＩＣＴの利活用は、行政サービスの向上や行政事務の効率化のほか、保健・医療・福祉、農林水産業

や観光等の産業、交通、教育などの様々な分野において、新たな価値の創出や様々な課題の解決が図ら

れるとともに、豊かで快適な地域社会の創造につながっていくことが期待できます。 

また、人口減少が進む中にあっても、ＩＣＴを効果的に利活用することにより、人と人とのつながり

（コミュニティ）を維持し、新たな絆を創り、共に支え合う社会の構築が期待できます。 

ＩＣＴの利活用を効果的かつ戦略的に推進していくためには、第１章で記述したＩＣＴをめぐる国内

外の動向や本県を取り巻く社会情勢、これまでの取組の成果と課題を十分に踏まえつつ、産業分野での

ＩＣＴの積極的な導入（Ｘ-Tech：クロステック）など各分野において積極的に施策を展開していく必要

があります。 

このため、本プランにおいては、「青森県基本計画」が掲げる「産業・雇用」、「安全・安心、健康」、

「環境」、「教育・人づくり」の４つの分野とともに、「官民データ活用推進基本法」に基づく「都道府県

官民データ活用推進計画」としての役割を担う「行政経営（官民データ）」、ＩＣＴの利活用を支える「基

盤の整備」といったそれぞれの分野におけるＩＣＴ利活用の基本的な考え方と方向性を示すこととし、

「環境」を含む形で整理した「①安全・安心、健康」、「②産業・雇用」、「③行政経営（官民データ活用）」、

「④基盤の整備、人財の育成・確保」の４つの分野を基本方針の柱として、官民一体となって、取組を

推進します。 

 

【４つの基本方針】 

基本方針１ 「安全・安心、健康」を支えるＩＣＴ 

「安全・安心」な社会の実現に向けて、ＩＣＴが効果的に利活用されている状態をめざす。 

基本方針２ 「産業・雇用」を支えるＩＣＴ 

「経済を回す」取組が進む社会の実現に向けて、ＩＣＴが効果的に利活用されている状態をめざす。 

第２章 基本的な考え方 
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基本方針３ 「行政経営」を支えるＩＣＴ（官民データ活用） 

官民協働の取組が進む社会の実現に向けて、ＩＣＴ（官民データ）が効果的に利活用されることによ

り電子行政化が進んでいる状態をめざす。 

基本方針４ ＩＣＴ利活用を支える「基盤の整備、人財の育成・確保」 

ＩＣＴの基盤の整備や人財の育成・確保の取組が進んでいる状態をめざす。 

 

 

 

 

（２）施策の体系 

 基本方針１ 「安全・安心、健康」を支えるＩＣＴ  

「基本方針１」では、「青森県基本計画」における「安全・安心、健康」分野でめざすこととしてい

る「健康・長生きで安心して暮らせる青森県」、「安心して子どもを産み育てられる『最適の地』」、「み

んなでつくる安全・安心な青森県」や「環境」分野でめざすこととしている「自然との共生、低炭素・

循環による持続可能な地域社会」の実現に向けた取組について、ＩＣＴの利活用により下支えするた

めの方向性を示します。 

 

  基本方針２ 「産業・雇用」を支えるＩＣＴ  

「基本方針２」では、「青森県基本計画」における「産業・雇用」分野でめざすこととしている「成

長分野での産業の創出・強化と外貨獲得」、「多様な『しごと』にチャレンジできる青森県」、「人々が

行き交い、多様な働き方を選択できる青森県」の実現に向けた取組について、ＩＣＴの利活用により

下支えするための方向性を示します。 

 

 基本方針３ 「行政経営」を支えるＩＣＴ（官民データ活用）  

「基本方針３」では、「官民データ活用推進基本法」における自治体関連の基本的施策を踏まえ、業

務改革（ＢＰＲ67）の徹底とデジタル化の推進により、利用者中心の行政サービスを実現するため、県

民が利便性を実感できる電子行政化に向けた取組の方向性を示します。 

                                                
67 ＢＰＲ：「Business Process Re-engineering」の略。情報システム改革や業務の見直しのことをいいます。 
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 基本方針４ ＩＣＴ利活用を支える「基盤の整備、人財の育成・確保」  

「基本方針４」では、「青森県基本計画」における「教育・人づくり」分野でめざすこととしている

「あおもりを愛し、新しい時代を主体的に切り拓く青森県民」、「社会全体が連携し、一貫して育む生

きる力」、「多様な人財が活躍し、支える青森県」、「生きがいを感じ、心豊かに暮らせる地域」、「歴史・

文化が息づく青森県」の実現に向けた取組について、ＩＣＴの利活用により下支えするための方向性

を示します。 

また、県民の日常生活や経済活動に不可欠となっているＷｉ－Ｆｉ環境などＩＣＴ利活用の基礎と

なる情報通信基盤の整備や連携・協働・交流による地域コミュニティの構築に向けた取組の方向性を

示します。 

 

施策の体系は、次のとおりとします。 

 

【施策の体系】 

○ 基本方針１ 「安全・安心、健康」を支えるＩＣＴ 

 施策１ 健康・長生きで安心して暮らせる環境づくりの推進 

 施策２ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進 

 施策３ 自然との共生や低炭素・循環による持続可能な地域社会づくりの推進 

 施策４ 安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくりの推進 

○ 基本方針２ 「産業・雇用」を支えるＩＣＴ 

 施策１ 消費動向を見据えた販売戦略の展開 

 施策２ 魅力ある観光コンテンツづくりと戦略的な情報発信の推進 

 施策３ 誘客促進のための受入環境の整備 

 施策４ 地域資源を生かした産業の創出・育成・継承の推進 

 施策５ 働きやすさや収益性を高める生産性向上対策の強化 

○ 基本方針３ 「行政経営」を支えるＩＣＴ（官民データ活用） 

 施策１ 庁内情報システムの全体最適化の促進 

 施策２ 行政手続におけるＩＣＴ利用の促進（オンライン化原則） 

 施策３ 官民データの容易な利用の促進（オープンデータの推進） 

 施策４ 個人番号カードの普及・利活用の促進（マイナンバーカード普及・活用） 

 施策５ 利用の機会等の格差是正（デジタルデバイド対策等） 

 施策６ 規格の整備及び互換性の確保（システム改革、ＢＰＲ 、自治体クラウド） 

○ 基本方針４ ＩＣＴ利活用を支える「基盤の整備、人財の育成・確保」 

 施策１ 学校教育を支える情報通信基盤の整備 

 施策２ 県民の生活を支える情報通信基盤の整備 

 施策３ 情報セキュリティ対策の強化 

 施策４ あおもりの未来をつくる人財の育成 

 施策５ あおもりの今をつくる人財の育成 
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 基本方針１ 「安全・安心、健康」を支えるＩＣＴ  

施策１  健康・長生きで安心して暮らせる環境づくりの推進 

人生100年時代が徐々に近づき、県民の誰もが、年齢を重ねても、住み慣れた地域で、健康で活動

的に安心して暮らすことができるよう、県民一人ひとりの健康づくりに向けた生活習慣の改善や地域

の保健・医療・介護・福祉サービスの充実に向けて、ＩＣＴの利活用を推進します。 

 

【主な取組】 

 へき地等における遠隔医療システムの導入に向けた検討を進めます。 

 高齢者の買い物支援や見守り、介護負担の軽減に向けて、ドローン、携帯端末、アシストスーツ
68やロボット技術の利活用を促進します。 

 ＳＮＳを活用した自殺・いじめ相談体制の構築に向けた取組を推進します。 

 高齢者や障害者の自立と社会参加に向けて、タブレット端末などのアクセシビリティ機能の普

及啓発に取り組みます。 

 県民一人ひとりに最適な健康管理・診療・介護サービスの実現をめざして、国の施策の動向等を

踏まえながら、地域の医療機関や介護サービス事業所・施設の間での効果的な情報共有や地域を

超えたデータの共有方法を検討します。 

 

県内の介護施設におけるＩＣＴ利活用事例 

        
左：自動ブレーキ等が作動するロボットを搭載した歩行器の利用、右：認知症の患者によるＶＲ体験（旅行などの疑似体験）

（情報システム課撮影） 

 

 

施策２  安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進                    

人口減少を抑制していくためには、安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境の充実が重要

であることから、個人の実情や能力に応じて働きながら子どもを育てられる環境づくりを進めるとと

もに、子育てに関する適時適切な情報発信などにＩＣＴを利活用します。 

 

【主な取組】 

 切れ目のない親子支援の実現に向けて、支援が必要な妊産婦やその子に関するデータを個人毎

に一元管理するためのデータベース化に取り組みます。 

                                                
68 アシストスーツ：筋力を補強するための人体装着用の機械のことをいます。人間の筋肉を工学的・機械的に模倣する人工筋肉を用いています。

リハビリテーションの支援や介護者の筋力補助など、介護福祉や医療現場での利用が広がっています。 

第３章 施策の展開方向と主な取組 
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 子育て世代の負担軽減につながるよう小児科医療における携帯端末での遠隔相談を促進します。 

 行政サービスに関するお知らせやイベント情報など子育てに関する情報をスマートフォンに通

知する「子育て応援アプリ」の導入を促進します。 

 

県内の子育てに関するＩＣＴ利活用事例 

 

弘前市「ひろさき子育て応援アプリ by 母子モ」（情報システム課撮影） 

 

 

施策３  自然との共生や低炭素・循環による持続可能な地域社会づくりの推進            

二酸化炭素排出削減をはじめとする環境負荷が少ない持続可能な社会づくりに向けて、スマートコ

ミュニティの構築などＩＣＴを利活用した取組を推進します。 

  また、本県の豊かな自然環境を将来にわたって適切に保全し、貴重な資産として後世につなげてい

くため、環境保全や意識啓発の取組にＩＣＴを利活用します。 

 

【主な取組】 

 住宅や事業所における再生可能エネルギーの活用拡大に向けて、自立分散型スマートコミュニ

ティの構築に向けた取組を促進します。 

 県民総参加で地球温暖化対策に取り組む気運を醸成するため、ＳＮＳなどのＩＣＴを効果的に

利活用した普及啓発活動を推進します。 

 効率的な間伐、混交林69化、再造林などの森林整備や、病虫獣害対策、林業・木材産業の活性化

対策などによる森林の多面的機能の維持・向上に取り組むため、タブレット端末やドローンなど

のＩＣＴを効果的に利活用します。 

 効率的・効果的な森林管理の促進のため、ドローンや地理情報システム（ＧＩＳ70）などのＩＣ

Ｔの有効活用や森林クラウドによる情報共有に取り組みます。 

 世界自然遺産白神山地の森林生態系への影響が懸念されるニホンジカなど野生動物の管理対策

や外来生物による生態系への影響の防止など、生物多様性を守るための取組を推進するため、ド

ローンなどの利活用を推進します。 

 

 

 

                                                
69 混交林：２種類以上の樹種から成る山林のことをいいます。 
70 ＧＩＳ：「Geographic Information System」の略。地理情報システムのことをいいます。地図データに、文字、数字、画像などを利用したさま

ざまな情報を結びつけ、管理・解析をすることができるシステムです。交通、施設、環境など多種多様な情報を地図という視覚的なデータと結び

つけることにより、行政や住民生活、ビジネスの現場で幅広く活用可能です。 
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県内の野生動物の管理対策に関するＩＣＴ利活用事例 

 

県による自動撮影カメラの設置（自然保護課提供） 

 

 

施策４  安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくりの推進                    

快適な日常生活を送るためには、生活環境をより良いものに改善するとともに、快適な暮らしを支

える地域交通ネットワークの構築・維持、緊急時の効果的な情報発信や犯罪の未然防止に向けて、Ｉ

ＣＴの利活用を推進します。 

  また、ＩＣＴは地域の人々のつながりを作るための仕組みとしても有効であるため、ＳＮＳなどの

ＩＣＴプラットフォームを介して地域内で住民同士が助け合う関係の構築に向けた取組を促進します。 

 

【主な取組】 

 県民の命と暮らしを守るため、学校等の避難場所や官公署などの防災拠点、災害対応の強化が望

まれる文化施設や自然公園などの公的拠点におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を促進します。 

 地域の公共交通について、オープンデータ化による情報提供・経路検索の充実など利便性向上に

向けた取組を促進します。 

 ストーカーやＤＶ71等の被害の未然・拡大防止のため、ＧＰＳ72機能が搭載された携帯型防犯機器

を被害者へ貸し出すなどＩＣＴを効果的に利活用します。 

 大雨や地震などの災害時における支援物資の配送や災害調査などでのドローンの利活用方法を

検討します。 

 高齢者や障害者がＩｏＴ・ＡＩ時代においても取り残されることなく、ＩＣＴ機器を利活用し、

より豊かな生活を送ることができるようにするため、国が導入を検討している「デジタル活用支

援員（仮称）」制度について、国の動向等を注視しながら利活用方法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 ＤＶ：「Domestic Violence」の略。配偶者暴力、夫婦間暴力。同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力（身体的暴力だけでな

く、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む）のことをいいます。 
72 ＧＰＳ：「Global Positioning System」の略。全地球無線測位システム。人工衛星を利用して、利用者の地球上における現在位置を正確に把握

するシステムのことをいいます。 



- 33 - 
 

「デジタル活用支援員（仮称）」の仕組みイメージ図 

 

 
 

資料）総務省「デジタル活用共生社会実現会議 ＩＣＴ地域コミュニティ創造部会資料」 
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 基本方針２ 「産業・雇用」を支えるＩＣＴ  

施策１  消費動向を見据えた販売戦略の展開                           

食と観光の連携も意識しながら、国内外のターゲットに応じた、農産物の安全・安心情報や観光資

源の魅力など青森ファンを増やすための効果的な情報発信にＩＣＴを利活用します。 

 

【主な取組】 

 国内外への販路拡大に向けて、県産品情報サイト「青森のうまいものたち」やＳＮＳを利活用し

た効果的な情報発信に取り組みます。 

 県産品の総合イメージ強化や販路拡大のため、ＩＣＴを利活用した新商品開発などの創造的な

取組を推進します。 

 安全・安心を支える産地体制を強化し、県産品に対する消費者の信頼を確保するため、ＧＡＰの

取組にＩＣＴを積極的に利活用します。 

 

 

施策２  魅力ある観光コンテンツづくりと戦略的な情報発信の推進                   

国・地域・年代など、それぞれの特性や嗜好等に応じた着地型商品の開発などの観光コンテンツづ

くり、戦略的な情報発信、強力な誘客宣伝の展開にＩＣＴを利活用します。 

 また、国内外からの交流人口を拡大し、リアルとバーチャルの双方を視野に入れた需要の掘り起こ

しを図るため、ＶＲ73（仮想現実）やＡＲ74（拡張現実）といった先端技術を利活用したバーチャル体

験やツーリズムなどの観光コンテンツづくりを促進します。 

 

【主な取組】 

 日本版ＤＭＯ75等を中心とした地域のマーケティング機能の確立・強化に向けて、ビッグデータ

を活用した観光客の旅行行動の分析と利活用を推進します。 

 本県固有の歴史や文化など様々なコンテンツのデ 

ジタルアーカイブ化を進めるとともに、ウェブサ    県内の観光分野におけるＩＣＴ利活用事例 

イトやＳＮＳなどのＩＣＴを積極的に利活用して、 

国内外のターゲットに応じた効果的な情報発信に 

取り組みます。 

 本県の強みである自然環境や食、歴史・文化、魅 

力的な人財などの地域の特性を生かし、ドローン 

やＶＲ、ＡＲなどのＩＣＴを利活用して、実際に 

行かなくても旅行先をインターネット経由で疑似 

体験できる「遠隔旅行」などのコンテンツづくり 

に向けた取組を促進します。 

ＶＲによる温泉等の観光地を巡る疑似体験（青森公立大学提供） 

 

 

 

                                                
73 ＶＲ：「Virtual Reality」の略。仮想現実。映像の世界（仮想現実）に実際に入り込んだかのような体験ができる技術のことをいいます。 
74 ＡＲ：「Augmented Reality」の略。拡張現実。現実の世界に仮想の世界を重ねて「拡張」する技術のことをいいます。 
75 ＤＭＯ：「Destination Management/Marketing Organization」の略。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観

光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役となる法人のことをいいます。多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた

観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えています。 
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施策３ 誘客促進のための受入環境の整備                            

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」開催や「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世

界文化遺産登録を見据え、本県を訪れる外国人観光客の増加に対応するため、本県を訪れるすべての

旅行者がストレスなく、快適に観光を満喫できる環境整備に向けて、ＩＣＴを利活用した最適なサー

ビス提供基盤の社会実装化を進めます。 

また、観光産業の生産性・収益性の向上や競争力の強化を図り、本県観光産業の更なる成長をめざ

して、ＩＣＴの導入・利活用に取り組みます。 

 

【主な取組】 

 訪日外国人観光客（インバウンド）の受入態勢を充実させるため、観光施設や商業施設、交通機

関でのキャッシュレス76の普及・拡大を推進します。 

 観光施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境や多言語対応、道案内・音声観光案内機能の充実などの受入環

境の整備を促進します。 

 観光・交通情報案内スマートフォンアプリ「あおもりナビ」を活用して、外国人観光客の訪問場

所や移動経路等に係る旅行行動を調査・分析します。 

 青森ねぶた祭などの県内各地域の祭りにおいて、衛星   県内の商業施設におけるＩＣＴ利活用事例 

利用測位システム（ＧＰＳ）を利活用した山車の運行 

状況をリアルタイムで伝えるサービスの開発など、祭 

りの新しい楽しみ方の提供方法を検討します。 

 宿泊業者などの観光産業の生産性・収益性の向上に向 

けて、ＩＣＴの導入・利活用を推進します。 

 

 

 

 

                                     スマートフォンによるキャッシュレス決済 

                                         （情報システム課撮影） 

 

施策４  地域資源を生かした産業の創出・育成・継承の推進                    

様々な産業分野において、ＩｏＴやＡＩ、ロボットなどのＩＣＴを積極的に導入・利活用し、シェ

アリングエコノミーなどの新たな産業やサービスの創出に取り組みます。 

  また、後継者不足が課題となっている農業分野において、生産技術など個人が持つ知見（暗黙知）

をデータベース化により見える化し、暗黙知を共有して生産活動の質を高め、付加価値を増やし、労

働力不足を補う「知のシェアリング」を進めます。 

 

【主な取組】 

 青森発の新産業を創出するため、ＩｏＴやＡＩ、ドローンを利活用した新しいビジネスの確立に

向けた取組を推進します。 

 新たな付加価値の創造や地域課題の解決に繋がる「超スマート社会」に対応したビジネスの創出

を推進します。 

 ＩＣＴ関連企業などの創業・起業を促進します。 

                                                
76 キャッシュレス：物理的な現金（紙幣・貨幣）を使用しなくてもよい状態を指し、主な支払手段としては、電子マネー、デビットカード、モバ

イルウォレット、クレジットカードが挙げられます。 
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 産業支援機関などとの連携により、ＩＣＴ関連の中小企業などの経営革新・安定化を促進します。 

 交流人口の拡大に向けて、空きスペースを活用したコワーキングスペース77やインキュベーショ

ンオフィス78の利活用を促進します。 

 農業分野における後継者への効率的な技術の継承のため、ＩＣＴを利活用したデータ共有等を

推進します。 

 

県内のものづくり拠点におけるＩＣＴ利活用事例 

  

地方独立行政法人青森県産業技術センター「ＩｏＴ開発支援棟」での３Ｄプリンターの活用 

（左：情報システム課撮影、右：地方独立行政法人青森県産業技術センター提供） 

 

 

施策５  働きやすさや収益性を高める生産性向上対策の強化                    

多様なライフスタイル・ワークスタイルを実現することにより、個人の能力を最大限発揮できるよ

うにするため、地方に住んでいても都市部と同じように働けるテレワーク環境の整備を促進するとと

もに、テレワークが当たり前の働き方となるような機運の醸成に取り組みます。 

  また、本県の基幹産業である農林水産業の労働力不足に対応するため、ＩＣＴを利活用した「スマ

ート農業79」の普及・拡大とともに、介護現場や建設業などの様々な産業分野でＩＣＴを積極的に利活

用する「Ｘ-Tech：クロステック」を促進します。 

 

【主な取組】 

 個人の能力や実情に応じて柔軟に働くことができる就業環境を整備するため、テレワーク環境

の導入を推進します。 

 安全・安心で高品質な農林水産物の生産管理技術や低コスト・省力技術の開発・普及に向けて、

ＩｏＴやＡＩ、ドローン、ビッグデータなどのＩＣＴを効果的に利活用します。 

 中小企業におけるＩｏＴやＡＩの活用やＲＰＡ等の導入による生産性向上に向けた取組を促進

します。 

 医療・福祉・介護や農林水産業における作業負担の軽減を図るため、アシストスーツやロボット

技術の導入・利活用を促進します。 

 建設機械の自動化やドローンでの測量などのＩＣＴ施工を推進します。 

 

                                                
77 コワーキングスペース：様々な業種、年齢の人々が集まり、仕事をしたり、ノウハウやアイデアを共有し、協働する場所のことをいいます。シ

ェアオフィスと違い、仕切りがなく、イベントを開催したり、参加者同士の交流などコミュニケーションに重点を置いているのが特徴です。 
78 インキュベーションオフィス：起業や創業をするために活動する入居者を支援する施設のことをいいます。通常場所の安価な貸与とセットでイ

ンキュベーションマネージャーによるコンサルティングや各種の支援施策を用意しています。 
79 スマート農業：ロボット技術やＩＣＴを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業のこといいます。 



- 37 - 
 

県内におけるドローン利活用事例 

  

コードを読み取りながら指定されたコースを飛行するドローン（地方独立行政法人青森県産業技術センター） 

（左：情報システム課撮影、右：地方独立行政法人青森県産業技術センター提供） 

 

 
県内の農業分野におけるＩＣＴ利活用事例 

    

左：農薬散布のため農場内で飛行するドローン、右：水田毎の適期（収穫始め）が把握できるシステム「収穫適期マップ」 

（農産園芸課提供） 

 

 

    

左：ブランド米生産支援ステム「青天ナビ」（イメージ）、右：「青天ナビ」操作研修会の様子 

（農産園芸課提供） 
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 基本方針３ 「行政経営」を支えるＩＣＴ（官民データ活用） 

施策１  庁内情報システムの全体最適化の促進                          

県庁内で投資評価を行っているシステムについて、サーバー統合等によるシステム形態の見直しを

進め、各情報システムの管理資源の共有化やセキュリティレベルの標準化を進めます。 

また、行政情報システムのツールを強化し、一層の事務処理の効率化を推進します。 

 

【主な取組】 

 県庁内の各部局において保有・管理している情報システムのサーバー統合やクラウド化等に取

り組みます。 

 

 

施策２  行政手続におけるＩＣＴ利用の促進（オンライン化原則）                 

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、官民データ利活用に向けた行政手

続等におけるオンライン化に取り組みます。 

 

【主な取組】 

 行政手続の簡素化に向けて、「青森県電子自治体推進協議会」など様々な機会を活用し、市町村

におけるオンライン手続の導入に向けた取組を促進します。 

 県の入札手続の電子化を推進することにより、入札手続きの透明性や公正性を高め、公共事業等

の発注の迅速化を図ります。 

 納税者の利便性向上を図るため、地方税電子申告システム（ｅＬＴＡＸ）による電子納税を促進

します。 

 

 

施策３ 官民データの容易な利用の促進（オープンデータの推進）                 

自治体におけるオープンデータの取組が法定化されるなど、これまでの取組の拡大が期待されてい

るため、オープンデータ化を進める活動の中核となる人財を育成しながら、活動する個人や団体同士

をネットワーク化するなど県内のオープンデータ化の拡大に向けた取組を推進します。 

 

【主な取組】 

 オープンデータカタログサイト「青い森オープンデータカタログ」の掲載データの拡充を図ると

ともに、民間事業者等における利活用に向けた取組を推進します。 

 企業や団体、大学等と連携し、オープンデータを活用したアプリケーションやサービスの開発・

普及に取り組みます。 

 県内産業の振興に向けて、「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ80）」を効果的に利活用します。 

 オープンデータを利活用して、地域住民や企業が連携して地域の課題を解決する「Ｃｉｖｉｃ

（市民）×Ｔｅｃｈ（シビックテック）」の取組を推進します。 

 県民の健康づくりに向けた取組を促進するため、認知症や生活習慣病の予防法の開発などに民

間企業や大学等が蓄積したビッグデータ（健診データ）を利活用します。 

 

 

                                                
80 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：リーサス）：自治体の様々な取り組みを情報面から支援するために、「まち・ひと・しごと創生本部事務

局」が提供する、産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステムのことをいいます。 
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県内のオープンデータに関するＩＣＴ利活用事例 

 

青森市営バス「時刻表」のオープンデータ化（青森市提供） 

 

 

施策４  個人番号カードの普及・利活用の促進（マイナンバーカード普及・活用）          

国の動向を見据えながら、マイナンバー制度の円滑な運用とマイナンバーカードの普及・利活用を

促進します。 

 

【主な取組】 

 マイナンバー制度の円滑な運用やセキュリティ確保に向けた取組を推進します。 

 マイナンバーカードを利活用した「子育てワンストップサービス81」など、個人のライフステー

ジの状況に応じたきめ細かな情報発信や手続きの電子化に向けた取組を促進します。 

 マイナンバーカードの普及・活用の促進に向けて、コンビニエンスストアでの住民票をはじめと

する各種証明書の交付サービスの導入やマイキープラットフォームによる自治体ポイントを利

活用した地域経済活性化の取組を促進します。 

 

 

施策５  利用の機会等の格差是正（デジタルデバイド対策等）                   

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因によるＩＣＴの利用の機会や活用のための能力に

おける格差の是正に取り組みます。 

 

【主な取組】 

 スマートフォンやタブレット端末等のＩＣＴ機器をうまく使いこなせないなど、必要な情報を

適時・適切に入手できない方を支える人財の育成を促進します。 

 高齢者や障害者のＩＣＴリテラシー向上のため、高齢者や障害者がスマートフォンやタブレッ

ト端末などの身近なＩＣＴ機器の操作方法を学ぶ機会の充実を図ります。 

 

 

 

 

                                                
81 子育てワンストップサービス：自治体における児童手当、保育、母子保健、ひとり親支援の子育て関連の申請等について、マイナンバーカード

を利用してオンラインで手続等を行うことができるサービスのことをいいます。 
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施策６  規格の整備及び互換性の確保（システム改革、ＢＰＲ、自治体クラウド）          

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化に向けて、総合的なデジタル化や業務の見直し（Ｂ

ＰＲ）、情報システムの改革に取り組みます。 

また、情報システムの運用経費の削減、セキュリティ水準の向上、災害時における業務継続性の確

保などに取り組むため、市町村におけるクラウドの導入を促進します。 

 

【主な取組】 

 県と市町村におけるＡＩやＲＰＡの利活用方法を検討します。 

 災害時においても県の重要な情報システムの機能を維持し、業務の継続性を確保するための体

制を整備します。 

 災害時等における業務継続性を確保するため、複数の市町村が共同で利用する自治体クラウド

の導入を促進します。 

 

自治体クラウド導入イメージ 

 
 

資料）総務省「自治体クラウドの現状分析とその導入に当たっての手順とポイント」 
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 基本方針４ ＩＣＴ利活用を支える「基盤の整備、人財の育成・確保」  

施策１ 学校教育を支える情報通信基盤の整備                          

学校におけるＷｉ－Ｆｉ環境などのＩＣＴインフラの整備等を促進します。 

 

【主な取組】 

 子どもの情報モラルを含めた情報活用能力の向上を図るため、学校におけるタブレット端末や

デジタル教材などの活用に向けた環境整備の促進に取り組みます。 

 学校におけるＷｉ－Ｆｉ環境などのＩＣＴインフラの整備等を促進します。 

 

県内の学校におけるＩＣＴ利活用事例 

 

ウェブテレビ電話を活用した海外生徒との交流（東通村立東通中学校提供） 

 

 

施策２ 県民の生活を支える情報通信基盤の整備                         

  2020 年までの社会実装をめざす５Ｇやそのバックボーンとしての役割を担う光ファイバー等のＩ

ＣＴインフラの整備を促進します。 

また、災害対応の強化を図るため、防災拠点等におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を促進します。 

 

【主な取組】 

 国や通信事業者等と連携し、５Ｇ・ＩｏＴ等の高度無線環境の実現に向けた取組を促進します。 

 県民や観光客等の利便性を高め、災害時などの迅速な情報収集・提供を行うインターネット通信

環境を提供するため、公共施設や観光施設等におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を促進します。 

 観光施設や交通機関、商業施設等におけるＩＣＴを利活用した翻訳ソフトや多言語による効果

的な情報提供を推進します。 

 人と仕事の流れを地方に向け、都市と地方の連携・協働・交流を促進するため、企業のサテライ

トオフィスの設置や誘致に取り組みます。 
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施策３ 情報セキュリティ対策の強化                              

巧妙化・複合化するサイバー攻撃に対して、国、市町村、企業・関係団体等と連携しながら、情報

セキュリティ対策の強化に取り組みます。 

 

【主な取組】 

 情報セキュリティ研修や情報セキュリティ監査の内容を充実し、県職員の情報セキュリティ意

識の向上を図ります。 

 新たなサイバー攻撃にも迅速に対応できるようウイルス対策や不正アクセス対策等の不断の見

直しを図るなど、情報セキュリティ対策の強化に取り組みます。 

 県と市町村が連携して、「青森県自治体情報セキュリティクラウド」の機能強化や安定運用に取

り組みます。 

 市町村における情報システムのセキュリティ強化を図るため、庁内情報システムのクラウド化

を促進します。 

 企業等におけるサイバー攻撃に対する情報セキュリティ対策の強化を推進します。 

 

 

施策４ あおもりの未来をつくる人財の育成                           

学校におけるタブレット端末やデジタル教材などを活用した授業を推進し、子どもの情報モラルを

含めた情報活用能力の育成を図ります。 

また、ＩＣＴを利活用した授業や情報モラルの指導に関する研修の充実などにより教員の指導力の

向上を図ります。 

2020年度からの小学校におけるプログラミング教育の全面実施を見据え、プログラミング等を発達

段階に応じて学べる取組を行うなど、本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代に向けて、単にプログラミング等に

関する技術・技能を持つだけではなく、新たな就業構造に対応しうる「21世紀型スキル」を身につけ

た人財の育成に取り組みます。 

 

【主な取組】 

 子どもが家庭環境等によらず、発達の段階に応じて情報活用能力を身に付けることができるよ

うに、学校におけるＩＣＴを利活用した授業やＩＣＴの進展に対応した指導を行うための取組

を推進します。 

 インターネット上の有害情報やネットいじめ、ネット犯罪等から子どもを守るための取組や、子

どもから大人まで、全ての県民がＩＣＴの便益を享受し、適切に利活用できるように、ＩＣＴリ

テラシーの向上に取り組みます。 

 2020 年度からの小学校におけるプログラミング教育の全面実施を見据え、プログラミング等を

発達段階に応じて学べる取組を促進します。 

 小規模校等の教育環境の充実のため、ＩＣＴを効果的に利活用した教育活動を促進するなど、地

域の特性や実情を踏まえた取組を推進します。 
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施策５ あおもりの今をつくる人財の育成                            

本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代の就業構造の転換に対応したデータサイエンティストなどのビッグデー

タやＡＩを扱う先端ＩＣＴ人財の育成に取り組みます。 

また、人生100年時代において、高齢者が定年退職後も生きがいを感じ、再び活躍できるよう、子

どもから高齢者がＩＣＴを学び合える場の提供や社会人の学び直し（リカレント教育）の促進により、

世代を超えた新たな絆の構築をめざします。 

 

【主な取組】 

 教育・研究機関と連携し、データサイエンティストなどの高いスキルを持った産業人財の育成・

確保に取り組みます。 

 ＩＣＴの進展など社会環境の変化を捉えた産業人財の能力開発の取組を推進します。 

 ＩＣＴ人財が全国的に不足する中で、一定の技能を持つ社会人のスキル向上を支援するため、教

育機関や企業と連携し、企業で働く技術者などの社会人がＩｏＴやＡＩなど最先端の技術を学

び直せる環境の整備を促進します。 

 高齢者や障害者も含めたあらゆる人たちが参加する新たな地域コミュニティの創造に向けて、

地域における各々の知見の共有や障害者に対する理解の促進、社会人等に対するリカレント教

育に「地域ＩＣＴクラブ82」の活用を促進します。 

 2025 年に本県で開催される「第 80 回国民スポーツ大会（現：国民体育大会）」を見据えた競技

力向上のため、ＩＣＴやセンサーなどの最新技術を効果的に利活用します。 

  

                                                
82 地域ＩＣＴクラブ：総務省の「地域におけるＩｏＴの学び推進事業」実証事業。地域で子供・学生、社会人、障害者、高齢者等がモノづくり、

デザイン、ロボット操作、ゲーム、音楽等を楽しく学び合う中で、プログラミング等のＩＣＴに関し世代を超えて知識・経験を共有する仕組みと

して、「地域ＩＣＴクラブ」を展開していくこととしています。 
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１ 重点項目  

第３章に掲げた４つの基本方針に基づく施策を展開するに当たって、インターネットの利用率やスマ

ートフォンの普及率など、本県の情報化の進行が全国に比べて遅れている状況を踏まえ、子どもから高

齢者まで、全ての県民が今まで以上にＩＣＴを賢く利活用し、より豊かで快適な生活を送ることができ

る青森県をめざして、特に重点的に取り組むべき５つの重点項目を設定します。 

また、重点項目における取組状況を把握するための指標も設定し、推移を確認しながら、プラン全体

の進捗を管理していきます。 

 

【本プランの総合的な推進に関する指標】 

指標 
インターネット利用率（出典：総務省「通信利用動向調査」） 

スマートフォン普及率（出典：総務省「通信利用動向調査」） 

 

 

 

○ 「□□×Technology（技術）」（Ｘ-Tech：クロステック）の促進 

本県の基幹産業である農林水産業の分野では、ドローンやＡＩなどのＩＣＴを利活用したほ場での

農薬散布や生産管理など「農業×Technology：アグリテック」の取組が進んでいます。 

また、農林水産業以外でも、介護現場におけるアシストスーツやロボット技術の導入、建設業にお

けるドローンを活用した測量等のＩＣＴ施工のほか、健康管理、買い物支援などでＩＣＴを利活用す

ることにより、様々な産業や生活分野における省力化や生産性向上に寄与することが期待できます。 

本県の基幹産業である農林水産業のほか、あらゆる産業分野でＩＣＴが利活用されている状況を確

保するため、「クロステックの促進」を設定し、主に「安全・安心、健康」や「産業・雇用」分野など

でＩＣＴ利活用に向けた取組を推進します。 

 

指標 
県産業技術センター「ＩｏＴ開発支援棟」を利用したＩｏＴ関連試作品の開発件数 

「農業×Tech：アグリテック」の取組数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 重点項目・推進体制 



- 45 - 
 

 

 

 

 

 

○ キャッシュレスの普及・拡大の促進 

キャッシュレスの普及・拡大により、国内外から本県を訪れる観光客の満足度を高める環境づくり

が進み、これまで以上に国内外からの観光客が増加することが期待できます。 

また、一般利用者の消費の利便性が図られるほか、キャッシュレスを導入した店舗の省力化や支払

データの利活用による生産性の向上などにもつながり、地域内における消費の活性化など本県の「経

済を回す」仕組みづくりへ寄与することが期待できます。 

本県の主要産業である観光分野などでＩＣＴが利活用されている状況を確保するため、導入が強く

求められている「キャッシュレスの普及・拡大」を設定し、主に「産業・雇用」分野などでＩＣＴ利

活用に向けた取組を推進します。 

 

指標 主要な市部におけるキャッシュレス導入・データ活用事例数 

 

 

○ オープンデータの推進 

オープンデータを利活用することにより、県民参加・官民協働の促進、県民の利便性の向上、行政

の効率化、新事業・新産業の創出による地域活性化、地域課題の解決が期待できます。 

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、全ての自治体が2020年度ま

でにオープンデータに取り組むよう求められており、県内全市町村でオープンデータに取り組んでい

る状況を確保するため、「オープンデータの推進」を設定し、主に「行政経営（官民データ）」分野な

どでＩＣＴ利活用に向けた取組を推進します。 

 

 

様々な「X-Tech」の事例 

資料) 総務省「平成30 年版情報通信白書」 
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指標 
オープンデータ公開市町村数 

オープンデータを利活用したアプリケーションやサービスの開発件数 

 

 

○ 県民のＩＣＴリテラシー向上に向けた取組の推進 

本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代において、より顕在化すると考えられるデジタルデバイドに対応し、地

理的な制約や年齢、身体的な条件などに関わらず、あらゆる人がＩＣＴの便益を享受し、必要な支援

を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動への参加を可能とする環境の整備が期待され

ています。 

県民誰もがＩＣＴの利便性を実感できる状況を確保するため、「県民のＩＣＴリテラシー向上に向

けた取組の推進」を設定し、主に「行政経営（官民データ）」分野などでＩＣＴ利活用に向けた取組を

推進します。 

 

指標 障害者・高齢者等へのＩＣＴ機器活用講座の開催数 

 

 

○ あおもりの今と未来をつくるＩＣＴ人財の育成の推進 

本格的なＩｏＴ・ＡＩ時代に向けて、単にプログラミング等に関する技術・技能を持つだけでなく、

新たな就業構造に対応できる「21世紀型スキル」を身につけた人財や、ＩｏＴ・ＡＩ時代の就業構造

の転換に対応したデータサイエンティストなどのビッグデータやＡＩを扱う先端ＩＣＴ人財の育成が

期待されています。 

また、ＩＣＴの進展など社会環境の変化を捉えた産業人財の能力開発も期待されています。 

ＩＣＴを下支えする人財育成の分野でＩＣＴが利活用されている状況を確保するため、「ＩＣＴ人

財の育成の推進」を設定し、主に「基盤の整備、人財の育成・確保」分野などでＩＣＴ利活用に向け

た取組を推進します。 

 

指標 ＩＣＴ人財育成研修の開催数 
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２ 推進体制  

本プランに基づくＩＣＴ利活用に関する施策の推進に当たっては、県における情報化の総合的かつ一

体的な推進を図るために設置している「ＩＴ戦略推進委員会（委員長：ＣＩＯ83（副知事））」を中心に各

部局等と連携しながら着実に推進します。 

また、前項に掲げた重点項目を特に注視し、外部有識者の意見を活用するとともに、「青森県電子自治

体推進協議会」等における市町村との情報共有を図りながら、「ＩＴ戦略推進委員会」が中心となってプ

ラン全体の進捗状況を把握します。 

さらに、各施策の成果の評価・検証を行い、必要に応じてプランの内容を見直しながら、プラン全体

の進行管理を行っていきます。 

なお、本プランの推進に当たり、県が情報システムに係るマネジメントや投資の最適化を図るために

設置している「情報システム投資委員会（委員長：ＣＩＯ）」の情報システムに係る投資の可否や評価の

結果及び情報セキュリティ対策を実施するために設置している「情報セキュリティ委員会（委員長：Ｃ

ＩＳＯ84（副知事））」の対策等について、必要に応じて反映させます。 

本県のＩＣＴ利活用を総合的に推進するためには、自治体だけではなく、通信事業者による情報通信

基盤の整備や技術革新、学術研究機関による実証実験など、様々な主体による連携が必要であるため、

国、市町村、大学、企業、ＮＰＯ、関係団体等と連携・協働して取組を進めていきます。 

 

 
 

  

                                                
83 ＣＩＯ：「Chief Information Officer」の略。「最高情報責任者」のことをいいます。青森県では副知事を充てています。 
84 ＣＩＳＯ：「Chief Information Security Officer」の略。「最高情報セキュリティ責任者」のことをいいます。青森県では副知事を充てていま

す。 
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 あおもりＩＣＴ利活用推進プラン策定の経過  

県では、2018（平成 30）年６月に、ＩＣＴの利活用に関する基本的な方針等について検討する「（仮

称）あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会」を設置し、本プランの原案に対する委員会意見の取

りまとめまで、会議を４回開催しました。 

本プランは、本委員会での議論やパブリックコメントでの意見等を踏まえ、2019（平成31）年３月に

「ＩＴ戦略推進委員会」で最終案を了承しました。 

 本プラン策定の経過は以下のとおりです。 

 

時 期 内 容 

2018（平成30）年６月８日 (仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会を設置 

2018（平成30）年７月２日 
第１回(仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会において

骨子案等を検討 

2018（平成30）年８月31日 
第２回(仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会において

検討案を検討 

2018（平成30）年11月27日 
第３回(仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会において

素案を検討 

2019（平成31）年１月11日 
第４回(仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会において

原案を検討 

2019（平成31）年１月17日～

２月15日 
原案を公表するとともに、パブリックコメントを実施 

2019（平成31）年２月14日 
平成 30 年度第３回青森県電子自治体推進協議会において市町村に

説明 

2019（平成31）年３月５日 ＩＴ戦略推進委員会において最終案を了承 

2019（平成31）年３月25日 策定・公表 
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（仮称）あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１ 青森県基本計画が掲げる青森県のめざす姿の実現に向けて、情報通信技術(以下「ＩＣＴ」という。) の効果的な

利活用を推進するために県内の官民全体で共有すべき指針となる「（仮称）あおもりＩＣＴ利活用推進プラン（以下

「プラン」という。）」を策定することとし、本県を取り巻く社会環境や課題、ＩＣＴの動向等を踏まえ、ＩＣＴの利活用に

関する基本的な方針等について検討する「（仮称）あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会（以下「委員会」とい

う。）」を設置する。 

  なお、プランは「ＩＴ戦略推進委員会（平成16年4月設置。委員長：青森県最高情報責任者（青森県副知事）（以下

「ＣＩＯ」という。））」において決定する。 

 

（所掌事務） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討する。 

（１）ＩＣＴの利活用に関する基本的な方針に関すること。 

（２）ＩＣＴの利活用に関する取組の方向性に関すること。 

（３）その他、ＩＣＴの利活用の推進に関すること。 

 

（構成） 

第３ 委員会は、ＩＣＴに関し学識経験を有する者のうちからＣＩＯが委嘱する別表の委員をもって構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長が指名する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、その職務を代行し、委員長

が欠けたときは、その職務を行う。 

 

（会議） 

第４ 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者で適当と認める者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（任期） 

第５ 委員の任期は、委嘱の日から平成31年3月31日までとする。 

 

（会議の公開） 

第６ 委員会の会議は、原則公開によるものとする。ただし、案件によっては、委員の承諾をもって会議の一部または

全部を非公開とすることができる。 

 

（庶務） 

第７ 委員会の庶務は、青森県企画政策部情報システム課において処理する。 
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（委員長への委任） 

第８ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成30年6月8日から施行する。 

 

別表 

(仮称)あおもりＩＣＴ利活用推進プラン検討委員会委員名簿 

（五十音順、敬称略） 

№ 氏名 所属・職名 

1 蝦名 晶子 
ディーシーデザイン 代表 

特定非営利活動法人あおもりＩＴ活用サポートセンター 副理事長 

2 大嶋 憲通 株式会社リンクステーション 代表取締役社長 

3 長内 睦郎 マルマンコンピュータサービス株式会社 代表取締役社長 

4 葛西 純 株式会社フォルテ 代表取締役社長 

5 木暮 祐一 青森公立大学 経営経済学部地域みらい学科 准教授 

6 佐藤 拓郎 株式会社アグリーンハート 代表取締役 

7 田中 直人 田中建設工業株式会社 建設部第三課 係長 

8 タナカ ミカ 株式会社リモートストーリーズ 代表取締役／オンライン・ママ大学 代表 

9 藤田 亜希子 フリーアナウンサー 

10 三浦 克之 株式会社サン・コンピュータ 代表取締役社長 

11 森 樹男 弘前大学 副理事（社会連携担当）／人文社会科学部 教授 

 
※ 委員長 森 樹男 
※ 副委員長 葛西 純 
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